
５ ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）について 

１． 総 則 

１．１ 適用の範囲 
 

 

【解 説】  

河川土工及び道路土工における盛土の締固め管理においては、これまで砂置換法が主として 

用いられてきたが、高速道路や一部のダムをはじめとしてＲＩ計器が導入され、各事業体にお 

いてＲＩ計器を用いた締固め管理が標準化されつつある。 

また、ＲＩ計器や測定方法の標準化に関しては、従来の学会基準が改訂され、地盤工学会基 

準（ＪＧＳ 1614-1995）「ＲＩ計器による土の密度試験方法」が制定されるなど、本格的な導 

入に向けての環境も整備されてきた。 

一方、現在及び将来とも数多くの高規格堤防や大規模な道路盛土の事業が進行または計画さ 

れており、一般の河川土工や道路土工も含めて合理的な締固め管理手法の導入が必要とされて 

いる。  

そこで本管理要領（案）は、現場密度試験にＲＩ計器を用いる場合にＲＩ計器の持つ特徴を 

最大限発揮させるべく、計器の基本的な取扱い方法やデータ採取、管理基準値の規定を行なう 

ものである。 

この基準に規定していない事項については、下記の基準・マニュアルを基準とする。 

・「 河川土工マニュアル」…平成５年６月、(財)国土開発技術研究センター 

・「 道路土工－施工指針」…昭和 61 年 11 月、(社)日本道路協会 

本管理要領（案）は河川土工及び道路土工におけるＲＩ計器を用いた盛土締固め管理に適用す 

るものとする。 
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１．２ 目 的 
 

 

【解 説】  

本管理要領（案）では、ＲＩ計器に関するこれまでの試験研究の成果を踏まえ、ＲＩ計器の 

基本的な取扱い方法や土質等による適用限界を示した。 

また、本管理要領（案）ではデータの採取個数を規定した。砂置換法を前提とした管理では 

計測に時間がかかることから、かなり広い施工面積を１点の測定値で代表させており、盛土の 

面的把握という観点からは十分なものではなかった。一方ＲＩ計器は砂置換法に比べ飛躍的に 

測定期間が短くなっているため、従来１個の測定値で代表させていた盛土面積で複数回測定す 

ることができる。そこで本管理要領（案）では、盛土の面的管理の必要性とＲＩ計器の迅速性 

を考慮してデータの採取個数を規定した。 

 
２ ． ＲＩ計器による測定方法 

２．１ 計器の種類 
 

 

【解 説】  

ＲＩ計器には一般に散乱型と透過型があり（図－１参照）、両者の特徴は以下のとおりであ 

る。  

 
（ １ ）散乱型ＲＩ計器  

線源が地表面にあるため、測定前の作業が測定面の平滑整形だけでよく、作業性が良い。 

地盤と計器底面との空隙の影響を受けやすいので注意が必要である。 

 
（ ２ ）透過型ＲＩ計器 

線源が長さ 20cm の線源棒の先端付近にあり測定時には線源棒の挿入作業を伴うので散乱 

型に対して少し測定作業時間が長くなる。線源が地中にあるため、盛土面と計器底面との 

空隙の影響は比較的受けにくい。 

ＲＩ計器は散乱型及び透過型を基準とするものとし、両者の特性に応じて使い分けるものとす 

る。  

本管理要領（案）は河川土工及び道路土工において、ＲＩ計器を用いた盛土の締固め管理を行 

う際のＲＩ計器の基本的な取扱い方法、データの採取個数、管理基準値を定めることを目的とす 

る。  
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表－１ 散乱型と透過型の比較例  
 

項 目 散 乱 型 透 過 型 

線 源 
ガンマ線  コバルト-60 コバルト-60 

中性子線  カリフォルニウム-252 カリフォルニウム-252 

検 出 器 
ガンマ線 ＳＣカウンタ×１ ＧＭ管×５ 

中性子線 Ｈe－３カウンタ×２ Ｈe－３管×２ 

測定方法 
密 度 ガンマ線後方散乱方式 ガンマ線透過型 

水 分 熱中性子散乱方式 速中性子透過型 

本 体 寸 法 310× 365× 215mm 310× 365× 160mm 

本 体 重 量 25kg 11kg 

測定範囲（深さ） 160～ 200mm 200mm 

測定時間 
標 準 体 5 分 10 分 

現 場 1 分 １分  

測 定 項 目 
湿潤密度、水分密度、乾燥密度、含水比、空隙率、締固め度、飽和度（平均 

値、 最大・最小値、標準偏差） 

電 源 ＤＣ 6Ｖ内蔵バッテリ 

連続 8 時間 

ＤＣ 6Ｖ内蔵バッテリ 

連続 12 時間 
 

長 所 
・ 孔あけ作業が不要 

・ 路盤などにも適用可能 

・ 感度が高く計測分解能力が高い 

・ 計量で扱いやすい 

・ 表面の凹凸に左右されにくい 

・ 使用実績が多い 

 
短 所 

・測定表面の凹凸の影響を受けやす 

い 
・ 礫の適用に注意を要する 
・重い  

・ 孔あけ作業が必要 

・礫に適用できない場合がある（削孔 

不可能な地盤） 
・ 線源棒が露出している 

 

これまでの研究によると散乱型と透過型の測定結果はどちらともほぼ砂置換法と同様であるこ 

とがわかっており、基本的には機種による優劣はない。ただし、盛土材が礫質土の場合（礫の混入 

率が 60％以上）、その使用には充分留意すること。（３．３参照） 
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① 散 乱 型 
 

 

 

孔あけ  
 

 

 

 
 

測  定 
 

 
 

 

 

 

 

② 透 過 型 

 

 
 

図－ 1 ＲＩ計器の概要  

設  置 
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２．２ 検定方法 
 

 
 

【解 説】  

放射線源が時間とともに減衰していくため、同じものを測定しても結果が異なってくる。 

因みに線源として一般に用いられているコバルト 60（ 60 Ｃo）やカリフォルニウム（252Ｃf） 

の半減期はそれぞれ 5.26 年、2.65 年である。 

そのため標準体での値を基準にした計数率を定期的に調べておく必要がある。 この計数率

と測定する物体についての計数率（現場計数率）との比を計数率比（Ｒ）とい 

い、 計数率比と密度や含水量とに指数関数の関係がある。（図－２） この関係を正しく検

定したＲＩ計器を使用しなければならない。 

 

 

計数率比（Ｒ）＝  
現場計数率 

標準体の計数率 
 

計数率比（Ｒ）＝Ｒoｅｘｐ（ａ・Ｘ） 

 
 

ここに、Ｒo とａは定数であり、Ｘは密度あるいは 

含水量を表わす。 

また、使用するＲＩ計器のメーカーでの製作納入時、 

及び線源交換時毎の検定結果を添付し、提出するもの 

とする。  

校正式の例を図－３（透過型）に示す。 

 

 

 
図－ 2 計数率比（Ｒ）と密度  

及び含水量の関係 

使用するＲＩ計器は正しく検定がなされたものであって、検定有効期限内のものでなければな 

らない。 
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10 種類以上の土質を用いて、100 点以上の供試体が作成されて関係が求められた。  

 
 

図－ 3 計数率比と湿潤密度及び含水量の検定例 

(地盤工学会「地盤調査法」から引用)  
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２ ． ３ ＲＩ計器による測定方法 
 

 
 

【解 説】  

（ １ ）ＲＩ計器の構成  

散乱型ＲＩ計器は計器本体だけで 

測定が可能であるが、透過型はＲＩ計 

器本体、線源棒、標準体、線源筒、ハ 

ンマー、打ち込み棒、ベースプレート 

が必要である。 

ＲＩ計器は現時点において供給体 

制が十分であるとは言えないため、使 

用にあたっては担当監督職員と協議 

の上、散乱型あるいは透過型ＲＩ計器 

を選定し使用するものとする。 

 

（２）測定手順 

測定手順は一般に図－５のように 

なる。  

 

 

 

 

 
 

 

 
①計器本体 ②標準体 ③収納箱 ④鉄ハンマー 

⑤打ち込み棒⑥ベースプレート ⑦線源筒 ⑧付属品収納箱 

図－4 計器の構成例（透過型） 

 

 

計 器 の 準 備

ウォーミングアップ 

 

５分以上 

 

   

標 準 体 測 定 ５分 

  

標 準 体 Ｂ Ｇ 測 定 ５分 

  

現 場 Ｂ Ｇ 測 定 １分 

  

  

必要回数 

繰り返す 

測 定 地 点 の 準 備 
 

  

現 場 測 定 １分/点 

  

  

計 器 の 充 電 と 保 管 
 

図 － 5 測 定 の 手 順 の 例 

ＲＩ計器による測定は操作手順にしたがって正しく行わなければならない。 
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（３）測定上の留意点 

１）計器の運搬は激しい衝動や振動を与えないよう十分注意して行う。 

 

２）充電は十分しておく。 

 
 

３）ＲＩ計器の保管場所は過酷な温度条件とならないところでなければならない。特に

夏の自動車の車内は要注意である。また、室内外の寒暖差が大きいところでは、結露

に注意すること。 

 

４）標準体での測定時には、標準体は壁や器物から 1.5ｍ以上離れたところにおいて行

う必要がある。 

 

 

 
５）自然放射線の影響を除くためバックグラウンド測定を行う時、線源は少なくとも 20

ｍ以上遠ざける必要がある。 

 
 

 

 
６）現場での測定地点は出来るだけ平滑にすることが大事である。特に散乱型は測定面

と計器底面との間に空隙を生じると測定結果に大きな影響を与えるため、特に注意が

必要である。 
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７）測定表面を平滑にするために鉄板や装備のプレート等を使用するが、表面を削り過

ぎて測定対象層より深い深度のデータを取ることのないよう注意が必要である。なお、

レキ分が多く、削ることにより平坦性を確保する事が困難な場合は、砂などをひき平

滑にする。 

 

 
測定表面の平滑化 → 測定値の信頼性向上 

 

 

 
８）測定は施工当日を原則としているので、気象変化には十分注意し「３．ＲＩ計器に

よる締固め管理」に示したデータの採取数を同日に確保することを心掛ける必要があ

る。 

 

９）測定能率を上げ、一つ一つのデータの採取時間を短縮するために、測定ポイントの

地点出し、表面整形、測定、記録と流れ作業化することが望ましい。 

 
10）平均値管理を基本としているため、一つ一つのデータのバラツキにあまり神経質に

なり過ぎ、測定や施工を無為に遅らせることのないよう注意することも管理者として

必要である。 
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締固め度及び空気間隙率による管理を行うものとし、盛土材料の 75μｍふるい通過率によりそ 

の適用区分を下記のとおりとする。 

３．ＲＩ計器による締固め管理 

３．１締固め管理指標 
 

 

 
 

75μｍふるい通過率が 20％未

満の礫質土及び砂質土の場合 

75μｍふるい通過率が 20％以

上 50％未満の砂質土の場合 

75μｍふるい通過率が 50％以

上の粘性土の場合 

 
締固め度による管理 

締固め度による管理

または 

空気間隙率による管理 

 
空気間隙率による管理 

 

 

 

 
【解説】 

ここでは河川土工マニュアルに準じて、75μｍふるい通過率が 20％未満の砂礫土及び砂質

土の場合は締固め度による管理、50％以上の粘性土の場合は空気間隙率による管理を原則と

し、その中間においては自然含水比など、使用土砂の状況から判断してどちらによる管理を

採用するか判断するものとする。 

なお、河川土工マニュアル及び道路土工－施工指針には飽和度による管理の規定も記載さ

れているが、飽和度はバラツキが大きいことから、ここでは飽和度による管理は省いている。 
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３．２水分補正 
 

 
 

【解説】 

（１）水分補正値 

ＲＩ計器が測定する水分量は、炉乾燥法（JIS－Ａ1203）で求められる水分量のみでなく、

それ以外の結晶水や吸着水なども含めた、土中の全ての水分量に対応するものである。従

って、結晶水や吸着水に相当する量を算出して補正する必要がある。 

ＲＩ計器では、これらを補正するために、乾燥密度と強熱減量を考慮した校正式が組み

込まれている。土質材料毎の強熱減量試験を一般の現場試験室で実施することは難しいの

で、現場でＲＩ計器による測定と含水量試験を同一の場所の同一材料で実施し、水分補正

を行うものとする。 

ＲＩ計器は測定した計数比率と校正定数から、強熱減量を１％毎に変化させて、そのと

きの含水比を推定計算した結果を印字する機能を有している計器を用いる必要がある。こ

の計算結果と含水量試験による含水比から、その土質材料に対応する強熱減量値を水分補

正値と称す。 

 
（２）現場水分補正決定試験の手順例 

１）現場の盛土測定箇所でＲＩ計器の測定準備。 

ａ）標準体測定 

ｂ）標準体ＢＧ測定 

ｃ）現場ＢＧ測定 

ｄ）測定箇所の整形及び均し 

ｅ）ＲＩ計器を測定箇所に設置 

２）「現場密度」の測定を行う。 

３）測定が終了したら、水分補正値－含水比の対応表を表示、印字する。 

４）ＲＩ計器の真下の土を１kg 以上採取する。 

（深さ 15cm程度まで採取し混合攬拌する）

５）採取した土の含水量試験を実施する。 

６）含水量試験の含水比に近い含水比に対応する水分補正値を読みとる。 

７）ＲＩ計器に水分補正値を設定する。 

８）土質材料が変わらない限り水分補正値を変更してはならない。 

現場でＲＩ計器を使用するためには、予め土質材料毎に水分補正を行う必要がある。土質材料 

毎の水分補正値を決定するため水分補正値決定試験は現場で実施しなければならない。 
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３．３礫に対するＲＩ計器の適用範囲 
 

 

 
【解説】 

（１）礫率に対する適用範囲 

散乱型については礫率（２mm以上の粒径の土が含まれる重量比）が 70％を超えると急

激な測定値の精度が低下する室内実験結果（実測値との相違、標準偏差の増加など）が

ある。また、現場試験においても礫率が 65～70％を超えると標準偏差が増加する傾向で

あった。これは礫分が多くなると測定地点の表面整形がしにくくなり平滑度が低くなる

ためで、特に散乱型の場合はこの平滑度が測定結果に大きく影響を受けるためである。

ここでは、施工管理における適用範囲であることから限界を安全側にとり、礫率 60％未

満を散乱型の適用範囲とした。なお、透過型は礫率 60％以上でも適用可能としている 

が、線源棒の打ち込みに支障となる場合があり注意を要する。 

 
 

（２）礫径に対する適用範囲 

大きな礫が含まれる盛土材料の場合にはＲＩ計器による測定値に大きなバラツキがみ 

られ、値が一定しないことが多い。これは礫率のところでも述べたように表面の平滑度

の問題である。すなわち、礫径の大きなものが含まれる盛土材料では表面の平滑度が保

てず、測定結果に影響を及ぼすため礫径に対する適用範囲を設けた。 

ここでは、一層仕上り厚さが通常 20～30cmであることも考慮して、層厚の 1/2～1/3

にあたる 10cmをＲＩ計器の適用範囲とした。 

ただし、やむを得ずＲＩ計器による管理を行う場合は、散乱型・透過型とも監督職員

と協議の上、現地盛土試験より種々の基準値、指標を決定するものとする。 

１．盛土材料の礫率が 60％以上で、かつ細粒分（75μｍふるい通過率）が 10％未満の場合は原 

則として散乱型ＲＩ計器による管理は行わないものとする。 

２．径 10cm 以上の礫を含む盛土材料の場合には、散乱型及び透過型ＲＩ計器による管理は行わ 

ないものとする。 
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３．４管理単位の設定及びデータ採取 
 

 
 

【解説】 

（１）管理単位を日施工面積で規定したことについて 

従来、管理単位は土工量（体積）を単位として管理していた。しかし、締固めの状態 

は面的に変化することから盛土の面的な管理を行う必要があり、施工面積によって管理

単位を規定した。 

また、その日の施工はその日に管理するのが常識であることから、１日の施工面積に 

よって管理単位を規定するのが妥当と考えられる。 

 

（２）管理単位の規定について 

平成４年度の全国的なアンケート結果によると日施工面積は、500～2,000 ㎡の間に多 

く分布しており、特に 1,500 ㎡くらいの施工規模が標準的であった。また、１台の締固め

機械による１日の作業量は 2,000～2,500㎡が最大であることから、 

管理単位の面積を原則 1,500 ㎡とした。 

 

 

（３）データの採取個数の規定について 

データの採取個数は３．５の解説に示したように、観測された土層のバラツキからサ 

ンプリングの考え方に基づき算定されたもので、概ね 15 個となった。この考え方によれ

ば、計測個数を増やせば、管理の精度（不合格な部分が生じない安全度）は高くなるが、

あまり測定点を増やすと測定作業時間が長引いてＲＩ計器のメリットの一つである迅速

性が発揮されなくなることから 15点とした。 

１．盛 土を管理する単位（以下「管理単位」）に分割して管理単位毎に管理を行うものとする。 

２．管理単位は築堤、路体、路床とも一日の一層当たりの施工面積を基準とする。管理単位の面 

積 1,500 ㎡を標準とする。 

また、一日の施工面積が 2,000 ㎡以上の場合、その施工面積を２管理単位以上に分割するも 

のとする。 

３．各管理単位について原則 15 個のデータ採取を行い、平均してその管理単位の代表値とする。 

ただし、一日の施工面積が 500 ㎡未満であった場合、データの採取数は最低５点を確保する 

ものとする。 

４．デ ータ採取はすべて施工当日に行うことを原則とする。 

５．一日の施工が複数層に及ぶ場合でも１管理単位を複数層にまたがらせることはしないものと 

する。  

６．土取り場の状況や土質状況が変わる場合には、新規の管理単位として取り扱うものとする。 
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現場での測定に当たってはこの 1,500 ㎡で 15 点を原則として考えるが、単位面積に対

しての弾力性を持たせ、１日の施工面積 500～2,000㎡までは 1,500㎡とほぼ同等とみな

し 15 点のデータ採取個数とした。 

一方、１日の施工面積が 500 ㎡未満の場合は 15 点のデータ採取とするとあまりにも

過剰な管理になると考えられるので最低確保個数を５点とした。 

また、管理単位が面積で規定し難い場合（土工量は多いが構造物背面の埋立てや柱状

の盛土等）は、土工量の管理でも良いものとする。 

なお、１管理単位当たりの測定点数の目安を下表に示す。 
 

 

面積（㎡） 0～500 500～1,000 1,000～2,000 

測定点数 5 10 15 

 

３．５管理基準値 
 

 
 

 

【解説】 

（１）管理理基準値について 

ＲＩ計器を用いて管理する場合は、多数の測定が可能であるＲＩ計器の特性を生かし 

て、平均値による管理を基本とする。上の基準を満たしていても、基準値を著しく下回っ

ている点が存在した場合は、監督職員の判断により再転圧を実施するものとする。 

締固め度による規定方式は早くから使用されており、実績も多いが、自然含水比が高

く施工含水比が締固め度の規定範囲を超えているような粘性土では適用し難い問題があ

る。そのため、３．１に示すように粘性土では空気間隙率、砂質土は締固め度あるいは

空気間隙率により管理する。空気間隙率により管理する場合の管理基準値は河川土工マ

ニュアル、道路土工－施工指針に準ずるものとする。 

ＲＩ計器による管理は１管理単位当たりの測定値の平均値で行う。なお、管理基準値は１管理 

単位当たりの締固め度の平均値が 90％以上とする。 
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＜参考＞ 

河川土工マニュアル、道路土工－施工指針の管理基準値（空気間隙率）  
 

 

基準名 河川土工マニュアル 道路土工－施工指針 

区 分 河川堤防 路体 路床 

空気間隙率 

（Ｖａ）によ

る基準値 

・砂質土｛ＳＦ｝ 

25％≦74μｍ＜50％

Ｖａ≦15％ 

・粘性土｛Ｆ｝ 

２％＜Ｖａ≦10％ 

・砂質土 

Ｖａ≦15％ 

・粘性土 

Ｖａ≦10％ 

 

 

 

備 考 

施工含水比の平均が 

90％の締固め度の得ら 

れる含水比の範囲の内 

Woptより湿潤側にある 

こと。 

 

 

同  左 

施工含水比の平均が 

Wopt付近にあること。 

少なくとも 90％の締固 

め度の得られる含水比 

の範囲の内にあること。 

〔凡例〕Wopt：最適含水比 

 
 

（２）測定装置 

測定位置の間隔の目安として、100 ㎡（10ｍ×10ｍ）に１点の割合で測定位置を決定

する。構造物周辺、盛土の路肩部及び法面の締固めが、盛土本体の転圧と同時に行われ

る場合、次のような点に留意する。 

 

①構造物周辺でタイヤローラなどの転圧機械による転圧が不可能な場合は別途管理基準

を設定する。 

 

②特にのり肩より 1.0ｍ以内は本管理基準の対象とせず、別途締固め管理基準を設定す

る。 

 
 

 

 

基準となる最大乾燥密度ρdmax の決定方法 

現行では管理基準値算定の分母となる最大乾燥密度は室内締固め試験で求められてい 

る。締固め試験は、材料の最大粒径などでＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ法に分類されており、試

験法（Ａ～Ｅ法）により管理基準値が異なる場合（路床）もあるため注意を要する。 
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表－２ 室内締固め試験の規定 

（地盤工学会編：土質試験法より抜粋） 
 

 

呼び名 
ランマー 

重 量 

（kg） 

モールド 

内 径 

（cm） 

 

突固め層数 
１層当たりの 
 

突固め回数 

許容最大 

粒 径 

（mm） 

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ 

2.5 

2.5 

4.5 

4.5 
4.5 

10 

15 

10 

15 
15 

3 

3 

5 

5 
3 

25 

55 

25 

55 
92 

19 

37.5 

19 

19 
37.5 

 

しかしながら、最大乾燥密度は、種々の材料や施工条件により決定しにくく、一定の

値として限定できない場合もある。よって、下記のような条件では、試験盛土より最大

乾燥密度を決定すべきである。 

ａ）数種類の土が混在する可能性のある材料を用いる場合。 

ｂ）最大粒径が大きく、レキ率補正が困難で、室内締固め試験が実施できないような礫 

質土材料を用いる場合。 

ｃ）施工含水比が最適含水比より著しく高い材料を用いる場合。 

ｄ）上記以外の盛土材が種々変化する場合は、試験盛土で基準値を決定する管理や工法 

規定により管理する。 

 
 

*＜試験施工の実施例＞ 

①規定値は試験施工により、所定の材料、締固め機械、締固め回数より算定し決定す

る。 

②締固め回数を 2、4、8、10、12回と変化させ締固めを行い、各々の締固め段階での

乾燥密度を 15点測定し、その平均値を求め、上限乾燥密度を求める。 
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③上限乾燥密度を最大乾燥密度と定義し、その規格値（Ｄｃ≧90％）で管理する。 

 
 

④材料の混合率など、層や場所等で変化する場合はそれぞれの材料で同様の試験施工

を行うか、もしくは、その材料に適合した校正式を別途定め、ＲＩ計器に設定する

必要がある。 

 

ｅ）締固め度が 100％をたびたび超えるような測定結果が得られる場合、締固め試験の

再実施や盛土試験を実施した新たな基準を決定する。 

 

ｆ）改良土（セメント系、石灰系）、特殊土の管理基準値は試験盛土により決定する。

また、改良土の場合は材令によっても変化するため、試験方法や管理基準値について

別途定められた特別仕様書に準ずるものとする。 

 

３．６データの採取方法 
 

 
 

 
【解説】 

盛土を面的な管理として行う目的から、管理単位各部から偏りなくデータを採取するものと

する。 

 
３．７データの管理 

 

 

 
【解説】 

各様式については以下の要領でまとめる。

様式－１工 事 概 要………工事毎

様式－２材 料 試 験 結果………材料毎 

様式－３施工管理データ集………測定機械毎に管理単位面積毎 

（ただし、再締固めを行った場合は締固め毎） 

下記の様式に従って管理記録をまとめるものとする。 

１．工 事 概 要 ……… 様式－１ 

２．材 料 試 験 結 果 ……… 様式－２ 

３．施 工管理データ集 ……… 様式－３ また、現場で測定したデータは原則としてプリン

ター出力結果で監督職員に提出するものとす 

る。  

データの管理単位各部から偏りなく採取するものとする。 

 

- 49 -



３．８是正処置 
 

 
 

【解説】 

（１）現場での是正処置として、転圧回数を増す、転圧機械の変更、まき出し厚の削減、盛土

材料の変更、及び気象条件の回復を待つなどの処置をとる。 

 
（２）盛土の土質が管理基準の基となる土質と異なっている場合には、当然基準値に当てはま

らないので、締固め試験を行なわなければならない。 

 
（３）礫の多い材料や表面整形がうまくできなくて、ＲＩ計器の測定値が著しくバラつく場合

などには、砂置換などの他の方法によることも是正処置としてあり得るものとする。 

 
（４）是正処置の判断は、その日の全測定データをみて、その日の品質評価を行い、是正処置

が必要な場合翌日以降の施工方法を変更する。 

全体を見通した判断が要求され、一日単位程度の是正処置を基本とする。ただし、過度

に基準値を下回る試験結果がでた場合、現場での判断により転圧回数を増すなどの応急処

置をとるものとする。処置後はＲＩ計器で再チェックを行う。 

 
（５）是正処置の詳細については、監督職員と協議するものとする。 

施工時において盛土の管理基準値を満たさない場合には、適正な是正処置をとるものとする。 
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様式－１ 
 
 

盛土工事概要 
 

工事名称  

施工場所  

農政局名  事務所名  

施工業者  工事期間  

盛土種類 1.道路路体 2.道路路床 3.河川堤防 4.その他( ) 

総土工量 (m3) 平 均 日 施 工量 (m3) 

平均施工面積 (m2) 最 大 施 工 面積 (m2) 

最小施工面積 (m2) ま き 出 し 厚さ  

転圧回数  仕 上 が り 厚さ  

転圧機械 機種  規 格 又 は 仕様  

平 均 日 施 工 時間 1)  施工可能時間 2)  

施工管理に要した時間 砂置換法  ＲＩ法  

＜工事の概要＞ 

＜断面図＞ 

１）盛土工事を行った 1 日の平均時間 

２）開始時間から終了時間まで（休憩時間、昼食時間を含まず） 
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様式－２ 
 
 

材料試験結果  

No. 
 

材 

料 

試 

験 

結 

果 

自然含水比*) Wn (％) 

土粒子の比重 Gs  

 

レキ 
礫比重 Gb  

含水量 Wa (％) 

最大粒径 (mm) 

粒 

度 

組 

成 

レ 

キ 

分 

37.5mm 以上 (％) 

19.0～37.5mm (％) 

9.5～19.0mm (％) 

4.75～9.5mm (％) 

2.0～4.75mm (％) 

合 計 (％) 

砂分 75μｍ～2.0mm (％) 

細粒分 75μｍ以下 (％) 

コ
ン
シ
ス
テ
ン
シ
ー 

液性限界 WL (％) 

塑性限界 Wp (％) 

塑性指数 Ip  

強熱減量 Ig (％) 

最大乾燥密度 ρdmax (t/m3) 

最適含水比 Wopt (％) 

分
類 

土
の 

日本統一土質分類  

俗 称 名  

改
良
材 

土質改良材の種類  

添 加 量 （ 対 乾 燥 密 度）  

試料 の 準 備お よ び 使用 方法 ａ ｂ ｃ 

締固め試験の種類（JISA1210-1999） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

＊）ある程度以上の粒径を取り除いた室内用の試料ではなく、なるべく盛土に近い試料の含水比を得

る観点から、室内締固め試験に用いる土ではなく現場から採取した土を使用する。 
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様式－３ 
 
 

盛土施工管理データ 

管理単位番号（ ） 計測回（ 回目） 
 

工事名称  
計測の種類 １．散乱型ＲＩ試験 ２．透過型ＲＩ試験 

計 測 日  層 番 号 全 層の内 層目 

計測者名  盛 土 前 日 の 天候  
盛土時の天候  計測時の天候  
最大乾燥密度  最適含水比（％）  
管理基準値    

計
数
率 

標準体（密度）  標準体（水分）  
標準体（密度）B.G.  標準体（水分）B.G.  
現場（密度）B.G.  現場（水分）B.G.  

転圧機械  規 格  転圧回数  
 

測点番号 湿 潤 密度

t/m3 

乾 燥 密度

t/m3 

含 水 比 
％ 

 

締 固 め度 

％ 

空気間隙率 

％ 

飽 和 度 
％ 

        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

平均 値       
最大 値       
最小 値       
個 数       
標 準 偏差       
砂置換 

測点番号 湿潤密度 乾燥密度 含水比 Dc va Sr 
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６ 突固め方法の種類（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ）の適用について 

 

 

突固め方法の種類（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ）の適用について  

～突固めによる土の締固め試験方法（ J I S A 1 2 1 0 - 2 0 0 9 ）」～    

１ ． ＪＩＳ Ａ １２１０－２００９ によると、突固め方法の種類は次の５種類に分類される。 
 

突固め方法の 

呼び名 

ランマー質量 

kg 

モールド内径 

㎝ 突固め層数 
１層当たりの 

突固め回数 

許容最大粒径 

㎜ 

Ａ ２.５ １０  ３ ２５  １９  

Ｂ ２.５ １５  ３ ５５  ３７ .５ 

Ｃ ４.５ １０  ５ ２５  １９  

Ｄ ４.５ １５  ５ ５５  １９  

Ｅ ４.５ １５  ３ ９２  ３７ .５ 

 
２ ． 呼び名Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅの一般的な区分は以下のとおり 

（ １）呼び名Ａ，Ｂ 

①“ Standard Proctor”と呼ばれるＥＣ≒５５０ｋＪ/ｍ３のもの。 

ＷＲ ・ Ｈ・ ＮＢ ・ ＮＬ 

Ｅｃ＝ 
Ｖ 

（ kJ／m3） 

ここに、 ＷＲ  ： ランマーの重量（ｋＮ） 

Ｈ ： ランマーの落下高（ｍ） 

ＮＢ  ： 層当たりの突固め回数 

ＮＬ  ： 層の数  

Ｖ ： モールドの容積（締め固めた供試体の体積）（m3） 

②道路工における管理では、路体や路床に一般的に用いられる。 

 

（ ２）呼び名Ｃ，Ｄ，Ｅ 

①重締固めに対応する“Modified Proctor”と呼ばれるＥＣ≒２,５００ｋＪ/ｍ３のもの。 

②道路工における管理では、路盤に一般的に用いられる。 

 

（３）締固め仕事量は、結果の利用目的により選択し、土のより高い安定性を期待して、十分な締固 

めが要求されるほど大きい仕事量で行うことが基本的な考え方である。 

 

 

参 考 文 献 

 １ ）(社)地盤工学会：地盤材料試験の方法と解説（平成 21 年 11 月） 

  

- 55 -



７ レディーミクス卜コンクリー卜単位水量測定要領（案） 

 
 
１．適用範囲 

本要領は、レディーミクストコンクリートの単位水量測定について、測定方法および管理基準

値等を規定するものである。 

なお、水中コンクリート、転圧コンクリート等の特殊なコンクリートを除き、1日当たりコン

クリート種別ごとの使用量が 100m3以上施工するコンクリート工を対象とする。 

 

２．測定機器 

レディーミクストコンクリートの単位水量測定機器については、エアメータ法かこれと同程度、

あるいは、それ以上の精度を有する測定機器を使用することとし、施工計画書に記載させるとと

もに、事前に機器諸元表、単位水量算定方法を監督職員に提出するものとする。また、使用する

機器はキャリプレーションされた機器を使用することとする。 

 

３．品質の管理 

受注者は、施工現場において、打込み直前のレディーミクストコンクリートの単位水量を本要

領に基づき測定しなければならない。 

 

４．単位水量の管理基準 

測定したレディーミクストコンクリートの単位水量の管理値は、「レディーミクストコンクリ

ートの品質確保について」の運用について（平成 15 年 10 月 2 日付け国コ企第 3 号）によるもの

とする。 

 

５．単位水量の管理記録 

受注者は、測定結果をその都度記録（プリント出力機能がある測定機器を使用した場合は、プ

リント出力）・保管するとともに、測定状況写真を撮影・保管し、監督職員等の請求があった場

合は遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。また、1 日のコンクリート

打設量は単位水量の管理シートに記載するものとする。 

 

６．測定頻度 

単位水量の測定頻度は、（１）および（２）による。 

（１）２回／日（午前 1 回、午後 1 回）、または、重要構造物では重要度に応じて１００～１

５０ｍ3に 1回 

（２）荷卸し時に品質の変化が認められたとき。 

なお、重要構造物とは、高さが 5m 以上の鉄筋コンクリート擁壁（ただし、プレキャスト製品

は除く。）、内空断面が 25m2以上の鉄筋コンクリートカルパート類、橋梁上・下部（ただし PC

は除く。）、トンネル及び高さが 3m以上の堰・水門・樋門とする。 
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７．管理基準値・測定結果と対応 

（１）管理基準値 

現場で測定した単位水量の管理基準値は次のとおりとして扱うものとする。 

 

区分 単位水量（kg/m3) 

管理値 配合設計±15kg/m3 

指示値 配合設計±20kg/m3 

注）示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が 20～25mmの場合は 175kg/m3、40mm 

の場合は 165kg/m3を基本とする。 

 

（２）測定結果と対応 

a 管理値内の場合  

測定した単位水量が管理値内の場合は、そのまま打設して良い。 

b 管理値を超え、指示値内の場合  

測定した単位水量が管理値を超え指示値内の場合は、そのまま施工してよいが、受注者は、

水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善の指示をしなければならない。  

その後、管理値内に安定するまで、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を行うこととす

る。 なお、「管理値内に安定するまで」とは、2 回連続して管理値内の値を観測することを

いう。 

c 指示値を超える場合  

測定した単位水量が指示値を超える場合は、その運搬車は打込まずに持ち帰らせるとともに、

受注者は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示しなければならない。  

その後、単位水量が管理値内になるまで全運搬車の測定を行う。 

 

なお、管理値または指示値を超える場合は１回に限り試験を実施することができる。再試験を

実施した場合は２回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さいほうの値で評価して良

い。 
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指示値超 管理値内 

管理値超 
指示値以下 

実施 実施 

無 無 

管理値内 指示値超 

管理値超 
指示値以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷卸し地点の 

レディーミクストコンクリート 

試料採取 

単位水量の測定 

単位水量の測定 

再試験実施の判 
 

再試験実施の判 

測定結果の判定 

 

合格 

（→打設） 

原因を調査し、 

改善を指示（→打設） 

不合格 

（→持ち帰り） 

測定結果 

の判定 

2 回の測定値のうち、配合設計との差の 

絶対値の小さいほうの値で判定 

管理値を超え、指示値内 

＝配合設計±15kg/m3 を 

超え、±20kg/m3 以下 

の範囲にある場合 

指示値超 

＝配合設計±20kg/m3 

を超える場合 

管理値内 

＝配合設計±15kg/m3 以下の 

範囲にある場合 

管理値内に安定するまで測定 管理値内に安定するまで測定 

レディーミクスコンクリートの単位水量測定の管理フロー図 
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レディーミクス卜コンクリー卜の 

単位水量測定の管理図（kg/m
3
) 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

原因を調査し、 
改善の指示 

（打設可能範囲） 

打設不可能範囲 

配合設計値 

管理値  

指示値 

原因を調査し、 
改善の指示 

（打設可能範囲） 

打設可能範囲 

打設可能範囲 

打設不可能範囲 

200 

 

195 

 

190 

 

185 

 

180 

 

175 

 

170 

 

165 

 

160 

 

155 

 

150 
150 155 160 165 170 175 

     配合設計の単位水量 
 

注）単位水量の上限値が 175kg/m3 の場合（粗骨材最大寸法が 20～25mm） 
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各
種
測
定
方
法
の
概
要
（1

/4
) 

推
定
精
度
が

±1
0k

g/
m

3 
  以

下
で
測
定
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
測
定
方
法
を
掲
載
（2

00
3.

7
現
在

) 
参
考

資
料

 
 

名
 

称
 

エ
ア
メ
ー
タ
法
（
土

研
法

) 
エ
ア
メ
ー
タ
法

 生
コ
ン
の

 
単
位
水
量
計
「Ｗ

－
Ｃ
ｈ
ｅ
ｃ
ｋ
ｅ
ｒ」

 
水

中
質

量
法

 

 

測
   

 定
   

 原
   

 理
 

単
位
水
量
が
増
加
す
る
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
単
位
容
積
質
量
が
小
さ
く
な
る
。
こ
の
性
質

 
を
利
用
し
、
単
位
容
積
質
量
の
違
い
か
ら
単
位
水
量
を
推
定
す
る
。

 
生
コ
ン
が
計
画
し
た
調
合
通
り
で
あ
る
か
を
、
単
位
容
積
質
量
と
空
気
量
の
関
係
か
ら
求

 
め
る
も
の
で
あ
る
。
空
気
量
の
測
定
値
が
理
論
値
と
異
な
る
場
合
に
は
、
細
骨
材
質
量
の

 
計
量
値
に
は
骨
材
以
外
に
水
量
が
含
ま
れ
た
こ
と
に
な
り
、
こ
の
水
量
か
ら
単
位
水
量
と

 
水
セ
メ
ン
ト
比
を
算
出
す
る
。

 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
気
中
（
空
中
）
質
量
と
、
水
中
質
量
お
よ
び
材
料
の
密
度
か
ら
、
コ
ン

 
ク
リ
ー
ト
の
体
積
を
求
め
、
単
位
水
量
を
測
定
す
る
。

 

   
特

 
徴

 

長
所
：
空
気
量
測
定
時
に
質
量
を
測
定
す
る
だ
け
で
単
位
水
量
が
推
定
で
き
る
。

 
無
注
水
法
で
も
注
水
法
と
同
等
の
精
度
で
推
定
で
き
る
。

 
短
所
：
骨
材
の
密
度
を
正
し
く
求
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

 

長
所
：
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
受
け
入
れ
試
験
と
し
て
行
わ
れ
る
空
気
量
測
定
試
験
と

 
ほ
ぼ
同
等
の
作
業
で
測
定
が
可
能

 
「
Ｗ
－
Ｃ
ｈ
ｅ
ｃ
ｋ
ｅ
ｒ
」
（
は
か
り
が
１

g、
空
気
量
が

0.1
%の

測
定
が
可
能
）

 
を
用
い
る
こ
と
で
、
高
精
度
な
単
位
水
量
測
定
が
可
能

 
短
所
：
骨
材
の
密
度
を
正
し
く
求
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

 

長
所
：
ウ
エ
ッ
ト
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
行
わ
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
測
定
可
能
で
あ
る
。

 
事
前
に
骨
材
の
密
度
測
定
を
行
う
こ
と
で
、
高
精
度
で
の
推
定
が
可
能
。

 
短
所
：
作
業
に
熟
練
を
要
す

 
水
道
水
が
必
要

 

      
測

   
 定

   
 方

   
 法

 

①
 
事
前
に
エ
ア
メ
ー
タ
の
容
積
、
質
量
を
測
定
し
て
お
く
。

 
②
 
エ
ア
メ
ー
タ
を
用
い
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
試
料
の
空
気
量
を
測
定
す
る
。

 
③
 
エ
ア
メ
ー
タ
ご
と
試
料
の
質
量
を
秤
に
載
せ
て
測
定
す
る
。

 

①
 装

置
自
体
の
容
量
と
質
量
の
測
定
を
行
い
、

JI
S 

 A
  1

12
8 に

準
じ
て
空
気

 
量
の
キ
ャ
リ
プ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う

 
②

 骨
材
修
正
係
数
と
セ
メ
ン
ト
密
度
を
測
定
し
、
配
合
計
算
書
か
ら
材
料
密

 
度
、
各
種
材
料
の
配
合
を
入
力

 
③

 コ
ン
ク
リ
ー
ト
試
料
を
エ
ア
メ
ー
タ
に
入
れ
質
量
を
測
定
す
る

 
④

 エ
ア
メ
ー
タ
の
空
間
部
分
に
水
を
注
入
し
質
量
を
測
定
す
る

 
⑤

 JI
S 

A 
 11

28
 に

準
じ
て
空
気
量
を
測
定
す
る

 
⑥

 測
定
値
デ
ー
タ
を
入
力
し
、
単
位
水
量
を
算
出
す
る

 

①
 事

前
に
骨
材
の
密
度
測
定
を
行
う

 
②

 コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
サ
ン
プ
リ
ン
グ
し
空
中
質
量
を
測
定

 
③

 コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
の
気
泡
を
脱
泡
し
つ
つ
水
中
質
量
を
測
定

 
④

 粗
骨
材
の
み
を
洗
い
出
し
、
粗
骨
材
料
を
測
定

 
⑤

 計
算
に
よ
り
単
位
水
量
を
推
定
す
る

 

測
   

 定
   

 時
   

 間
 

５
分

 
５
分

 
１
５
分

 

試
   

 料
   

 の
   

 量
 

７
リ
ッ
ト
ル
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

 
約
６
㍑
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

 
約
２

kg
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

 

 
測
定
に
必
要
な
情
報

 
計
画
配
合

 
①

 計
画
配
合

 
②

 セ
メ
ン
ト
の
湿
潤
密
度

 
③

 細
骨
材
、
粗
骨
材
の
表
乾
密
度

 

基
準
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
調
合

 
各
材
料
の
密
度

 

 
そ

 
の

 
他

 
・
専
用
の
計
算
シ
ス
テ
ム
（
Ｐ
Ｄ
Ａ
）
も
市
販
さ
れ
て
い
る
（
エ
ア
メ
ー
タ
と
セ
ッ
ト
で

 
２
３
万
円
）

 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
試
料
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
た
め
、
ウ
エ
ッ
ト
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
行
う

 
場
合
の
よ
う
な
サ
ン
プ
リ
ン
グ
誤
差
が
生
じ
な
い
。

 
測
定
手
順
と
し
て
粗
骨
材
を
洗
う
た
め
、
測
定
終
了
後
の
装
置
の
洗
浄
作
業
が
な
く
、
直

 
ち
に
次
の
測
定
に
か
か
れ
る
。
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各
種
測
定
方
法
の
概
要
（2

/4
) 

推
定
精
度
が

±1
0k

g/m
3 

  以
下
で
測
定
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
測
定
方
法
を
掲
載
（2

00
3.
7
現
在

) 

参
考
資
料

 

 

名
 

称
 

高
周

波
加
熱

乾
燥
（
電

子
レ
ン
ジ

)法
 

Ｗ
／
Ｃ
ミ
ー
タ
（
Ｍ
Ｔ
－
２
０
０

) 
乾

燥
炉

法
 

 

測
   

 定
   

 原
   

 理
 

高
周
波
加
熱
乾
燥
法

 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
ふ
る
い
分
け
た
モ
ル
タ
ル
分
を
、
電
子
レ
ン
ジ
で
加
熱
乾
燥
さ
せ
、

 
質
量
の
減
少
量
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
単
位
水
量
の
相
関
性
が
高
い
こ
と
を
利
用
し
、
コ
ン

 
ク
リ
ー
ト
の
単
位
水
量
を
測
定
測
定
す
る
。

 

減
圧
式
加
熱
乾
燥
法

 
水
は
減
圧
乾
燥
す
る
と
約

 50
℃
で
沸
点
に
達
す
る
た
め
、
試
料
は
低
温
化
で
乾
燥
さ

れ
 る

。
 

専
用
の
乾
燥
炉
に
よ
っ
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
加
熱
乾
燥
し
、
蒸
発
量
か
ら
単
位
水
量
を
推

 
定
す
る
。

 

   
特

 
徴

 

長
所
：
使
用
す
る
機
械
が
電
子
レ
ン
ジ
、
は
か
り
、
パ
ソ
コ
ン
（
表
計
算
ソ
フ
ト
）
で
あ

 
り
入
手
が
容
易
で
あ
る
。

 
短
所
：
モ
ル
タ
ル
で
試
験
を
行
う
た
め
に
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
伴
う
誤
差
を
補

 
正
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
長
時
間
使
用
す
る
と
電
子
レ
ン
ジ
が
劣
化
す
る
。

 
電
源
が
必
要

 

長
所
：
材
料
に
よ
る
影
響
が
少
な
い
、
操
作
も
計
量
－
乾
燥
－
計
算
を
す
べ
て
自
動
で
行

 
う
た
め
に
測
定
者
に
よ
る
試
験
誤
差
が
発
生
し
な
い
。

 
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
伴
う
誤
差
を
骨
材
の
種
類
ご
と
に
自
動
的
に
補
正

 
す
る
。

 
短
所
：
測
定
時
間
が
長
い

 
電
源
が
必
要

 

長
所
：
原
理
が
単
純
で
、
信
頼
性
が
高
い
。

 
乾
燥
後
の
試
料
か
ら
粗
骨
材
を
洗
い
出
す
こ
と
で
粗
骨
材
量
を
測
定
－
補
正
す
る

 
こ
と
で
高
精
度
の
単
位
水
量
推
定
が
可
能
。

 
短
所
：
測
定
時
間
が
長
い
。

 
事
前
に
１
時
間
の
予
熱
が
必
要

 
電
源
が
必
要

 

        
測

   
 定

   
 方

   
 法

 

①
 測

定
準
備

 
測
定
に
使
用
す
る
紙
皿
の
乾
燥
質
量
を
事
前
に
求
め
て
お
く
。

 
②

 試
料
採
取

 
ハ
ン
ド
ス
コ
ッ
プ
１
杯
分
（
１

kg
～

1.5
kg

  程
度
）
の
試
料
を
、
パ
イ
プ
レ
ー
タ
ー
や

 
サ
ジ
を
使
っ
て
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
す
る
。

 
③

 乾
燥
前
質
量
の
測
定

 
モ
ル
タ
ル
試
料
を
紙
皿
の
上
に

 40
0g

程
度
で

 0.
1g

 単
位
ま
で
計
り
取
る
。

 
④

 モ
ル
タ
ル
試
料
の
乾
燥

 
電
子
レ
ン
ジ
に
モ
ル
タ
ル
試
料
を
設
置
し
、

4～
5  
分
間
程
度
加
熱
乾
燥
さ
せ
る
。

 
⑤

 乾
燥
後
の
質
量
測
定

 
乾
燥
後
の
モ
ル
タ
ル
試
料
の
質
量
を

 0.
1g

単
位
ま
で
計
る
。

 
⑥

 単
位
水
量
の
計
算

 
必
要
な
デ
ー
タ
を
表
計
算
ソ
フ
ト
に
入
力
し
単
位
水
量
を
計
算
す
る
。

 

①
 試

料
採
取

 
フ
レ
ッ
シ
ュ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
を
モ
ル
タ
ル
分
離

 
機
で
行
い
、
モ
ル
タ
ル
を
採
取
す
る
。

 
②

 乾
燥
前
質
量
の
測
定

 
モ
ル
タ
ル
を
約

  4
00
ｇ
試
料
受
け
皿
に
入
れ
て
測
定
器
に
セ
ッ
ト
し
、
乾
燥
前
の
質
量

 
を
測
定
す
る
。

 
③

 減
圧
乾
燥

 
調
配
合
を
選
択
後
、
測
定
開
始
。

 
④

 配
合
値
の
入
力

 
配
合
値
を
測
定
器
に
入
力
す
る
。

 
⑤

 結
果
表
示

 
乾
燥
終
了
後
、
乾
燥
後
の
質
量
を
測
定
し
、
自
動
的
に
演
算
さ
れ
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト

 
す
る
。

 

①
 予

熱
 

事
前
に
乾
燥
炉
内
の
温
度
を
上
昇
さ
せ
て
お
く

 
②

 試
料
採
取

 
試
料
を

 １
～
２

kg
採
取
し
、
質
量
を
測
定
す
る
。

 
③

 乾
燥

 
試
料
を
乾
燥
炉
に
入
れ
、
乾
燥
さ
せ
る
。

 
④

 質
量
測
定

 
乾
燥
後
の
試
料
質
量
を
測
定
す
る

 
⑤

 洗
い
出
し

 
乾
燥
後
の
試
料
を

 5m
m

 フ
ル
イ
上
で
水
洗
い
し
、
粗
骨
材
量
を
測
定
す
る
。

 

測
   

 定
   

 時
   

 間
 

１
５
分
程
度

 
２
０
分
～
２
５
分

 
２
０
～
２
５
分

 

試
   

 料
   

 の
   

 量
 

40
0g

程
度
の
モ
ル
タ
ル

 
40

0g
±

30
gの

モ
ル
タ
ル

 
１
～
２

kg
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

 

測
定
に
必
要
な
情
報

 
細
骨
材
中
の
水
分
量
、
セ
メ
ン
ト
初
期
水
和
量
、

 
調
配
合
（
示
方
配
合
－
現
場
配
合
）

 
配
合
表

 

そ
 

の
 

他
 

竹
中
工
務
店
の
方
法
、
全
生
連
の
方
法
な
ど
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

  
特
に
必
要
な
資
格
等
は
な
し

 
特
に
必
要
な
資
格
等
は
な
し
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各
種
測
定
方
法
の
概
要
（3

/4
) 

推
定
精
度
が

±
10

kg
/m

3 
  
以
下
で
測
定
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
測
定
方
法
を
掲
載
（2

00
3.
7 

  
現
在

) 

参
考
資
料

 

 

 
名

 
称

 
静
電
容
量
法

 
生

コ
ン
水

分
計

：Ｈ
ｌ
－
３
０
０
、
Ｈ
ｌ
－
３
０
０
Ｊ

  
生

コ
ン
・砂

水
分
計

：Ｈ
ｌ
－
３
３
０
、
Ｈ
ｌ
－
３
３
０
Ｊ

  
 

 
連
続
式
Ｒ
ｌ
（
ラ
ジ
オ
ア
イ
ソ
卜
ー
プ

)法
 

 
水
濃
度
測
定
法

 

    
測

   
 定

   
 原

   
 理

 

高
周
波
容
量
式

 
物
質
の
誘
電
率
が
水
分
量
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
を
応
用
。
モ
ル
タ
ル
中
の
静
電
容
量
と
水
分

 
率
の
関
係
式
を
あ
ら
か
じ
め
求
め
て
お
き
、
機
械
で
モ
ル
タ
ル
中
の
静
電
容
量
を
測
定
す
る
こ
と
に

 
よ
り
単
位
水
量
を
推
定
す
る
。

 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
の
水
素
原
子
（
主
に
水
と
し
て
存
在
）
と
照
射
す
る
中
性
子
と
の
衝
突
に
よ
っ
て

 
減
衰
す
る
中
性
子
の
割
合
か
ら
単
位
水
量
を
推
定
す
る
。

 
本
測
定
方
法
は
、
一
定
容
積
の
フ
レ
ッ
シ
ュ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
特
殊
ア
ル
コ
ー
ル
を
定
量
加
え
、
コ
ン
ク
リ

 
ー
ト
中
の
水
量
を
ア
ル
コ
ー
ル
に
抽
出
さ
せ
、
そ
の
水
ア
ル
コ
ー
ル
混
合
液
の
水
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と

 
に
よ
り
、
採
取
し
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
の
水
量
を
求
め
、
体
積
換
算
に
よ
り
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ｌ

m
3 当

り
の
単
位

 
水
量
を
求
め
る
。

 
こ
の
水
濃
度
を
測
定
す
る
方
法
と
し
て
、
以
下
に
示
す
水
素
化
カ
ル
シ
ウ
ム
が
水
と
反
応
し
て
ガ
ス

 
を
発
生
さ
せ
る
特
性
を
利
用
し
て
い
る
。
発
生
し
た
ガ
ス
圧
を
高
精
度
の
精
密
圧
力
計
を
用
い
て
計

 
測
し
、
発
生
ガ
ス
圧
と
測
定
試
料
中
の
水
濃
度
と
の
相
関
に
よ
り
、
抽
出
液
の
水
濃
度
を
求
め
る
も

 
の
で
あ
る
。

 
反
応
式
：
Ｃ
ａ
Ｈ

２
＋
２
Ｈ

２
Ｏ

 →
 Ｃ
ａ

(Ｏ
Ｈ

) ２＋
２
Ｈ

２
↑ 

   
特

 
徴

 

長
所
：
２
電
源
対
応
（

AC
電
源
、
乾
電
池
）

 
１
２
６
点
の
測
定
デ
ー
タ
の
記
憶
、
プ
リ
ン
タ
ー
出
力
が
可
能

 
測
定
に
際
し
て
特
別
な
技
術
は
不
要

 
 短

所
：
高
精
度
を
保
証
す
る
に
は
事
前
に
検
量
線
の
チ
ェ
ッ
ク
・
見
直
し
が
必
要

 

長
所
：
配
管
を
流
れ
る
生
コ
ン
全
量
の
単
位
水
量
を
連
続
的
に
測
定
し
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
結
果
が

 
判
明
す
る
。
試
験
結
果
の
フ
ィ
ー
ド
パ
ッ
ク
が
適
切
に
行
え
る
。

 
短
所
：
事
前
に
校
正
試
験
が
必
要

  
装
置
が
高
額

 

長
所
：
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
自
体
を
試
料
と
す
る
た
め
、
試
料
調
整
が
不
要
。

 
・
事
前
情
報
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
調
配
合
や
骨
材
比
重
－
吸
水
率
等
）
を
必
要
と
し
な
い
。

 
・
測
定
値
か
ら
換
算
表
に
よ
り
、
単
位
水
量
を
求
め
る
（
パ
ソ
コ
ン
を
必
要
と
し
な
い
）
。

 
・
外
部
電
源
を
必
要
と
し
な
い
。

 
・
現
場
で
簡
易
測
定
で
き
る
（
測
定
器
が
、
コ
ン
パ
ク
ト
で
持
ち
運
び
で
き
る
）
。

 
短
所
：
・
サ
ン
プ
リ
ン
グ
時
の
試
料
の
バ
ラ
ツ
キ
の
影
響
。

 

     
測

   
 定

   
 方

   
 法

 

①
 配

合
デ
ー
タ
の
入
力

 
②

 生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
採
取

 
③

 ウ
エ
ッ
ト
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
で
モ
ル
タ
ル
を
抽
出

 
④

 試
料
容
器
に
モ
ル
タ
ル
を
充
填

 
⑤

 試
料
容
器
の
質
量
を
測
定
し
器
械
に
入
力
す
る

 
⑥

 生
コ
ン
の
空
気
量
を
器
械
に
入
力
す
る

 
⑦

 試
料
容
器
を
器
械
に
セ
ッ
ト
し
測
定
を
行
う
（
約

7秒
）

 
③

 ⑤
～
⑦
の
手
順
を
試
料
容
器
３
個
分
繰
り
返
し
、
平
均
値
を
計
算
す
る

 
※

 試
料
容
器

3個
の
ば
ら
つ
き
は
約

±1
.0k

g/m
3 

校
正
試
験
（
基
準
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
対
し
て
実
施
）
と
現
場
測
定
（
測
定
対
象
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に

 
対
し
て
実
施
）
の

2段
階
測
定
。

 
①

 校
正
試
験

 
何
を
基
準
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
す
る
か
に
よ
っ
て
以
下
の

2つ
の
方
法
が
あ
る
。

 
1) 
試
験
室
で
試
し
練
り
時
に
実
施
。

 
2) 

  特
定
の
生
コ
ン
車
を
基
準
と
し
、
荷
卸
し
時
に
実
施
。

 
②

 現
場
測
定

 
配
管
（
例
え
ば
、
ポ
ン
プ
車
の
プ
ー
ム
配
管
）
に
中
性
子
線
水
分
計
お
よ
び

γ線
密
度
計
を
取
り

 
つ
け
、
同
配
管
内
を
流
れ
る
フ
レ
ッ
シ
ュ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
単
位
水
量
お
よ
び
単
位
容
積
質
量
を
測

 
定
す
る
。

 

①
 専

用
試
料
採
取
容
器
に
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
採
取
す
る
。

 
②

 専
用
抽
出
容
器
に
、
特
殊
ア
ル
コ
ー
ル
を
５
０
０
ｍ
ｌ
入
れ
て
試
料
採
取
容
器
を
セ
ッ
ト
し
、
２

 
分
間
振
と
う
さ
せ
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
試
料
中
の
水
を
特
殊
ア
ル
コ
ー
ル
の
中
に
抽
出
す
る
。

 
③

 試
料
採
取
容
器
を
外
し
、
抽
出
容
器
に
ろ
紙
を
セ
ッ
ト
し
、
抽
出
液
を
ろ
過
さ
せ
る
。

 
④

 ろ
過
し
た
抽
出
液
を
専
用
シ
リ
ン
ジ
で
採
取
し
、
反
応
管
に
入
れ
、
反
応
管
に
ゴ
ム
栓
を
す
る
。

 
⑤

 反
応
管
を
折
り
曲
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
反
応
管
中
の
試
薬
ア
ン
プ
ル
を
割
り
、
反
応
管
を

1
分
間

 
振
と
う
さ
せ
、
試
薬
と
反
応
さ
せ
る
。

 
⑥

 反
応
後
３
分
間
静
置
し
、
精
密
圧
力
計
で
発
生
ガ
ス
圧
力
を
測
定
す
る
。
そ
の
測
定
値
か
ら
換
算

 
表
に
よ
り
単
位
水
量
を
求
め
る
。

 

測
   

 定
   

 時
   

 間
 

10
分

 
５
分

 
１
５
～
２
０
分

 

試
   

 料
   

 の
   

 量
 

モ
ル
タ
ル
量

 約
２
ｋ
ｇ

 
制
限
無
し

 
０
．
５
リ
ッ
ト
ル
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

 

 

測
定
に
必
要
な
情
報

 

①
 単

位
量
（
水
、
セ
メ
ン
ト
、
細
骨
材
、
粗
骨
材
）

 
②

 表
乾
密
度
（
セ
メ
ン
ト
、
細
骨
材
、
粗
骨
材
）

 
③

 吸
水
率
（
細
骨
材
、
粗
骨
材
）

 
④

 試
料
質
量
、
⑤

 空
気
量

 

基
準
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
単
位
水
量
と
単
位
容
積
質
量

 
な
し

 

 
そ

 
の

 
他

 
・
Ｊ
Ｒ
東
日
本
「
土
木
工
事
標
準
仕
様
書
」
を
は
じ
め
、
Ｊ
Ｒ
東
海
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
な
ど
で
現
場
測

 
定
を
実
施
。

 
・
管
厚
の
補
正
が
必
要

 
・
通
信
手
段
を
用
い
て
測
定
値
を
随
時
送
信
し
、
結
果
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
で
き
る
。
（
遠
隔
モ
ニ
タ
リ

 
ン
グ
）
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各
種
測
定
方
法
の
概
要
（4

/4
) 

推
定
精
度
が

±
10

kg
/m

3 
  
以
下
で
測
定
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
測
定
方
法
を
掲
載
（2

00
3.
7 

  
現
在

) 

参
考
資
料

 

 

名
 

称
 

塩
分
濃
度
差
法
（電

量
滴
定
塩
分
濃
度
計
方
式
） 

 
 

 

測
  
  
定

  
  
原

  
  
理

 

フ
レ
ッ
シ
ュ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
濃
度
の
判
っ
て
い
る
食
塩
水
を
添
加
・
混
合
し
た
際
に
食
 

塩
水
添
加
前
と
食
塩
水
を
混
合
後
の
慮
液
の
塩
分
濃
度
を
測
定
し
、
食
塩
水
が
コ
ン
ク
リ
 

ー
ト
中
の
水
に
よ
り
薄
め
ら
れ
る
原
理
を
用
い
て
単
位
水
量
を
推
定
す
る
。

 

 
 

    

特
 

徴
 

長
所
：
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
ま
ま
で
測
定
で
き
、
測
定
原
理
が
わ
か
り
や
す
い
。
 

・
小
型
－
高
精
度
の
電
量
滴
定
式
塩
分
濃
度
計
（
蓄
電
池
等

3電
源
式
）
を
用
い
 

る
た
め
電
源
の
な
い
現
場
で
も
測
定
で
き
、
測
定
デ
ー
タ
を
印
字
で
き
る
。
 

・
配
合
情
報
が
な
い
場
合
で
も
概
略
値
が
求
め
ら
れ
る
。
 

・
空
気
量
、
単
位
セ
メ
ン
ト
量
、
骨
材
量
、
骨
材
吸
水
率
が
わ
か
れ
ば
推
定
精
度
 

が
向
上
す
る
。
 

短
所
：
・
試
料
量
が
 1
.5

リ
ッ
ト
ル
で
あ
る
た
め
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
注
意
が
必
要
 

・
少
量
の
慮
液
に
よ
り
塩
分
測
定
す
る
た
め
注
意
深
く
測
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

 
 

        

測
  
  
定

  
  
方

  
  
法

 

①
 事

前
に
添
加
す
る
食
塩
水
の
塩
分
濃
度
を
測
定
し
て
お
く
。
 

②
 食

塩
水
濃
度
、
配
合
情
報
を
パ
ソ
コ
ン
ま
た
は
本
体
（
専
用
機
)に

入
力
し
て
お
く
。
 

③
 容

器
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
採
取
し
、
突
き
棒
、
ゴ
ム
ハ
ン
マ
を
用
い
て
詰
め
る
。
 

④
 容

器
表
面
を
ス
ト
レ
ー
ト
エ
ッ
ジ
で
水
平
に
な
ら
す
。
 

⑤
 接

続
筒
を
取
り
付
け
、
食
塩
水
を
計
量
－
添
加
し
、
混
合
容
器
を
閉
じ
る
。
 

⑥
 食

塩
水
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
混
ざ
り
流
動
状
態
に
な
る
よ
う
振
っ
て
撹
祥
・
混
合
す
 

る
。
混
合
容
器
の
上
下
逆
転
を
繰
り
返
す
か
、
混
合
機
に
よ
り
水
平
回
転
さ
せ
て
 2
 分

間
 

程
度
撹
祥
－
混
合
す
る
。
 

⑦
 食

塩
水
混
合
前
－
後
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
よ
り
慮
液
採
取
器
に
よ
り
慮
液
を
採
取
し
、
塩
 

分
濃
度
を
測
定
す
る
。
 

⑧
 測

定
終
了
後
測
定
値
を
入
力
し
単
位
水
量
を
算
出
す
る
。
（
専
用
機
：
単
位
水
量
を
表
 

示
し
、
測
定
デ
ー
タ
と
と
も
に
印
字
す
る
。
）

 

 
 

測
  
  
定

  
  
時

  
  
間

 
約

15
 分

 
 

 

試
  
  
料

  
  
の

  
  
量

 
１

.５
リ

ッ
ト
ル

の
コ
ン

ク
リ

ー
ト
 

 
 

測
定
に
必
要
な
情
報

 
計
画
配
合
（
セ
メ
ン
ト
の
種
類
・
量
、
細
・
粗
骨
材
量
）、

細
・
粗
骨
材
吸
水
率
、
空
気
量
 

 
 

そ
 

の
 

他
 

専
用
混
合
容
器
（
ｱｸ
ﾘﾙ
製
）
：
２
万
円
（
量
産
品
を
計
画
中
）
、
慮
液
採
取
器
：
１
万
円
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参考資料 

 

８ 土木コンクリート構造物の品質確保に係る調査 
  
８－１ テストハンマーによる強度推定調査は、以下に基づき実施する。 
（１）適用範囲 

対象（重要なコンクリート構造物）は、高さが５ｍ以上の鉄筋コンクリート 
擁壁（ただしプレキャスト製品は除く。）、内空断面積が２５ｍ2以上の鉄筋コン 
クリートカルバート類、橋梁上・下部工（ただしＰＣは除く。）、トンネル及び 
高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門及び特記仕様書で規定した当該事業における 
重要なコンクリート構造物は、対象とするものとする。 

 
（２）調査頻度 

 １）調査頻度は、鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類については目地問、トン 
ネルについては１打設部分、その他の構造物については強度が同じブロックを１

構造物の単位として、各単位につき３箇所の調査を実施する。 
２）調査の結果、所定の強度が得られない場合については、その箇所の周辺におい 

て再調査を 5 箇所実施する。 
 
（３）測定 

１）測定方法 
「硬化コンクリートのテストハンマー強度の試験方法（JSCE－G504）」に

よ 
り実施する。（「コンクリート標準示方書（規準編）」に記載。） 

２）測定時期 
測定は、足場が存置されている問に実施することが望ましい。 

３）測定の立会い 
監督職員等及び受注者が立会いのうえ、テストハンマー強度推定調査を実施

するものとする。なお、立会いの頻度は、３０％程度とする。 
４）調査の報告 

構造物毎に別添様式－１により調査票を作成し、完成検査時までに報告書と

し て提出する。 
 
８－２  圧縮強度試験の実施 

（３）－１）において実施したテストハンマーによる強度推定調査の再調査で平均 
強度が所定の強度を満足しない場合、もしくは１箇所の強度が設計強度の８５％を 
下回った場合は、以下により圧縮試験を実施する。 

 
（１）コアの採取 

所定の強度が得られない箇所付近において、原位置のコアを採取するものと し、

採取位置については監督職員と協議を行い決定するものとする。 
また、コア採取位置、供試体の抜取り寸法等の決定に際しては、設置された 鉄

筋を損傷させないよう十分な検討を行うこと。 
 

（２）圧縮強度試験 
 １）試験方法 

「コンクリートからのコア及びはりの切取り方法並び強度試験法（JIS A 
1107）」により実施する。 

 - 64 -



２）圧縮強度試験の立会い 監督職員等及び請負者が立会いのうえ、圧縮強度試験

を実施するものとする。 
３）試験の報告 

構造物毎に別添様式-1 により調査票を作成する。 
 

（３）圧縮強度試験結果、所定の強度が得られなかった場合等の対応  
圧縮強度試験の平均強度が所定の強度を満足することができなかった場合、も 

しくは１箇所の強度が設計強度の８５％を下回った場合は、原因について調査

し 対策を検討するものとする。 
 
８－３ ひび割れ発生状況調査  

工事完成後の維持管理等の基礎資料とするため、重要構造物のひび割れ発生状 
況の調査は以下により実施する。 

（１）適用範囲 
８－１（１）適用範囲に同じ。 

（２）調査方法  
１）０．２ｍｍ以上のひび割れ幅について、展開図を作成するものとし、展開図に 
対応する写真についても提出する。  

２）ひび割れ等変状の認められた部分のマーキングを実施する。 
（３）調査時期 

調査は、足場が存置されている問に実施することが望ましい。 
（４）調査の報告 

構造物毎に別添様式-2 により調査票を作成し、完成検査時に提出する。 
（５）調査結果の評価 

調査結果は、次により評価を行うものとする。  
１）原因の推定 

原因の推定は、「コンクリートのひび割れ調査、補修、補強指針」（日本コン 
クリート工学協会）を参考として、ひび割れの発生パターン（発生時期、規則 
性、形態）、コンクリート変形要因（収縮性、膨張性）、配合、気象条件を総合 
的に判断して、原因を推定するものとする。 
なお、「コンクリート標準示方書［維持管理編］」（土木学会）にも記述があ 

るので参考とする。 
２）判断基準 

補修の要否に関するひび割れ幅は、原則として「コンクリートのひび割れ調 
査、補修、補強指針」に記載されているもの別添によるが、全てが問題となる 
ものでないため、監督職員と協議すること。
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補修の要否に関するひび割れ幅の限度 

 

環 境 

 

その他 

区 分 要因 

耐久性からみた場合 
防水性から 

みた場合 

きびしい 中問 ゆるやか - 

補修を必要とす 

るひび割れ幅 

（ｍｍ） 

大 

中 

小 

  

０．４以上 

０．４ 〃 

０．６ 〃 

０．４以上 

０．６ 〃 

０．８ 〃 

０．６以上 

０．８ 〃 

１．０ 〃 

０．２以上 

０．２ 〃 

０．２ 〃 

補修を必要とし 

ないひび割れ幅 

（ｍｍ） 

大 

中 

小 

  

０．１以下 

０．１ 〃 

０．２ 〃 

０．２以下 

０．２ 〃 

０．３ 〃 

０．２以下 

０．３ 〃 

０．３ 〃 

０．５以下 

０．５ 〃 

０．５ 〃 

注：１）その他の要因（大、中、小）とは、コンクリート構造物の耐久性及び防水性に及 

ぼす有害性の程度を示し、下記の要因の影響を総合して定める。  
ひび割れの深さ・パターン、かぶり厚さ、コンクリート表面被覆の有無、  

材料・配（調）合、打継ぎなど 
２）主として鉄筋の錆の発生条件の観点からみた環境条件

別 添 
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テストハンマーによる強度推定調査票（１） 

 

工 事 名  

請  負  者  名  

構  造  物  名 （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称） 

現場代理人名  

主任技術者名  

監理技術者名  

測  定  者  名  

 

位 置 測定№ 

構造物形式  

構造物寸法  

竣工年月日 平成 年 月 日 

適用仕様書  

コンクリートの 

種類 

 

コンクリートの 

設計基準強度 

 

N/mm2 
コンクリートの 

呼び強度 

 

N/mm2 

海岸からの距離 海上、海岸沿い、海岸から km 

周辺環境① 工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（             ） 
 周辺環境② 普通地、寒雪地、その他（                     ） 
 直下周辺環境 河川・海、道路、その他（                     ） 
  

 

 

構造物位置（1/５０，０００を標準とする） 
 
添付しない場合は 

（別添資料－〇参照）と記入し、資料提出 

別添様式-1 
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テストハンマーによる強度推定調査票（２） 
 

構造物名：（工種・種別・細別等構造物が判断できる名称） 
 

一般図、立面図等 添付し

ない場合は 

（別添資料－〇参照）と記入し、資料提出 
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テストハンマーによる強度推定調査票（3） 
 

構造物名：（工種・種別・細別等構造物が判断できる名称） 

 

全景写真  

添付しない場合は 

（別添資料－〇参照）と記入し、資料提出 
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テストハンマーによる強度推定調査票（４） 
 

構造物名：（工種・種別・細別等構造物が判断できる名称） 

調査箇所 ① ② ③ ④ ⑤ 

推定強度 

(N/mm2) 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

反発硬度 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

打撃方向 

(補正値) 

     

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

 

乾燥状態 

(補正値) 

・乾燥 

・湿っている 

・濡れている 

・乾燥 

・湿っている 

・濡れている 

・乾燥 

・湿っている 

・濡れている 

・乾燥 

・湿っている 

・濡れている 

・乾燥 

・湿っている 

・濡れている 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

材 齢 

（測定年月日） 

日 日 日 日 日 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

推定強度結果の最大値 N/mm2 

 
推定強度結果の最 値 N/mm2 

 
推定最大結果の最大値と最 値の差 N/mm2 
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テストハンマーによる強度推定調査票（５） 
 

構造物名：（工種・種別・細別等構造物が判断できる名称） 
 

 

 

強度測定箇所  

添付しない場合は 

（別添資料－〇参照）と記入し、資料提出 
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テストハンマーによる強度推定調査票（６） 
-コア採取による圧縮強度試験- 

 

コンクリートの圧縮試験結果 

材齢２８日圧縮強度試験 1 本目の試験結果  

同 2 本目の試験結果  

同 3 本目の試験結果  

同 3 本の平均値  

［備考］  
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ひび割れ調査票（１） 

 

工 事 名  

請  負  者  名  

構  造  物  名 （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称） 

現場代理人名  

主任技術者名  

監理技術者名  

測  定  者  名  

 

位 置 測定№ 

構造物形式  

構造物寸法  

竣工年月日 平成 年 月 日 

適用仕様書  

コンクリートの 

種類 

 

コンクリートの 

設計基準強度 

 

N/mm2 
コンクリートの 

呼び強度 

 

N/mm2 

海岸からの距離 海上、海岸沿い、海岸から km 

周辺環境① 工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（             ） 
 周辺環境② 普通地、寒雪地、その他（                     ） 
 直下周辺環境 河川・海、道路、その他（                     ） 
  

 

 

構造物位置（１/５０，０００を標準とする） 

添付しない場合は 

（別添資料－〇参照）と記入し、資料提出 

別添様式-2 
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ひび割れ調査票（２） 

 
 

 

構造物一般図  

添付しない場合は 

（別添資料－〇参照）と記入し、資料を提出 
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ひび割れ調査票（3） 
 

構造物名：（工種・種別・細別等構造物が判断できる名称） 

調査年月日 平成 年 月 日 

ひび割れの有無 有、無 本数：１～２本、３～５本、多数 

ひび割れ総延長 約 ｍ 

最大ひび割れ幅（〇で囲む）  

０．２ｍｍ以下、 ０．３ｍｍ以下、 

０．４ｍｍ以下、 ０．５ｍｍ以下、 

０．６ｍｍ以下、 ０．８ｍｍ以下、 

  ｍｍ 

発生時期（〇で囲む）  

数時問～１日、数日、数１０日以上、不明 

規則性：有、無 

形 態：網状、表層、貫通、表層 or 貫通 

 

方 式：主鉄筋方向、直角方向、両方向 

鉄筋とは無関係 
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ひび割れ調査票（４） 

 
 

ひび割れ発生状況のスケッチ図

添付しない場合は 

（別添資料－〇参照）と記入し、資料を提出 
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ひび割れ調査票（５） 
構造物名（工種・種目・細別等構造物が判断できる名称） 

 

ひび割れ発生箇所の

写真 

添付しない場合は 

（別添資料－〇参照）と記入し、資料を提出 
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参考資料  
９．セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の 

六価クロム溶出試験実施要領（案） 
 
１．適用範囲 

本試験要領は、セメント及びセメント系固化材を原位置もしくはプラントにおいて土と混合す 
る改良土の六価クロムの溶出試験に適合するものとし、対象工法は表－１のとおりとする。ここ 
で、セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトラン 
ドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加剤を加えたも 
のを含める。 

２．試験の種類及び方法  
本試験要領における六価クロム溶出試験は、以下の方法で構成される。 

２－１ セメント及びセメント系固化材の地盤改良に使用する場合の試験  
本試験では原地盤内の土と混合して施工される地盤改良を対象とする。 

（１）配合設計の段階で実施する環境庁告示４６号溶出試験（以下、「試験方法１」という） 
環境庁告示４６号の溶出試験は、土塊・団粒を粗砕 2mm 以下の土壌を用いて６時間連続振 

とうした後に、六価クロム溶出量を測定する方法である。注１）。この試験は、固化材が適切か 
どうかを確認することを目的に行う。 

（２）施工後に実施する環境庁告示４６号溶出試験（以下、「試験方法２」という）  
改良された地盤からサンプリングした試料を用い、実際に施工された改良土からの六価クロ

ム溶出量を確認することを目的で行う。 
（３）施工後に実施するタンクリーチング試験（以下、「試験方法３」という）  

タンクリーチング試験は、塊状にサンプリングした試料を溶媒水中に静置して六価クロム溶 
出量を測定する方法である（添付資料２参照）。この試験は、改良土量が 5,000㎥ 注２）程度以上 
または改良体本数が 500 本程度以上の改良工事のみを対象に、上記（2）で溶出量が最も高か

った箇所について、塊状の試料からの六価クロムの溶出量を確認することを目的に行う。 
（４）試験方法２及び３の実施を要しない場合  

試験方法１で六価クロムの溶出量が土壌基準を超えなかったセメント及びセメント系固化 
材を地盤改良に使用する場合、試験方法２及び３を実施することを要しない。ただし、火山灰 
質粘性土を改良する場合は、試験方法１の結果にかかわらず、試験方法２及び３を実施するも 
のとする。 

注１）環境庁告示４６号溶出試験 
（添付資料１）のとおり、平成３年８月２３日付け環境庁告示４６号に記載された規格で行う。  

注 2）施工単位が㎡となっている場合は㎥への換算を行う。 

２－２ セメント及びセメント系固化材を使用した改良土等を再利用する場合の試験 
本試験は、以下に示すような再利用を目的とした改良土を対象とする。 

１）建設発生土及び建設汚泥の再利用を目的として、セメント及びセメント系固化材によって改 
良する場合 

２）過去もしくは事前にセメント及びセメント系固化材によって改良された改良土を掘削し、再 
利用する場合
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（１）配合設計、プラントにおける品質管理、もしくは改良土の供給時における品質保証の段階で 
実施する環境庁告示４６号溶出試験（以下、「試験方法４」という） 
この試験は、固化材が適切かどうか、もしくは再利用を行う改良土からの溶出量が土壌環境 

基準値以下であるかを確認することを目的に行う。本試験は改良土の発生者（以下、「供給す 
る者」という）が実施し、利用者（以下、「施工する者」という）に試験結果を提示しなけれ 
ばならない。また、利用者は発生者から試験結果の提示を受けなければならない。環境庁告示 
４６号溶出試験の方法は２－１（１）に同じ。 

（２）施工後に実施する環境庁告示４６号溶出試験（以下、「試験方法５」という） 
２－１（２）に同じ。ただし、本試験は改良土を施工する者が実施する。 

（３）施工後に実施するタンクリーチング試験（以下、「試験方法６」という）  
２－１（３）に同じ。ただし、本試験は改良土を施工する者が実施する。 

３．供試体作成方法及び試験の個数 
工事の目的－規模－工法によって必要となる供試体作成方法及び試験の数は異なるが、以下に 

その例を示す。 
 
３－１ セメント及びセメント系固化材を地盤改良に使用する場合 
（１）配合設計の段階で実施する環境庁告示４６号  

溶出試験（「試験方法１」に対して） 
室内配合試験時の強度試験等に使用した供試体  
から、400～500g 程度の試料を確保する。 
配合設計における室内配合試験では、深度方向 
の各土層（あるいは改良される土の各土質）ごと 
に添加量と強度との関係が得られるが、実際には 
右図のように、室内配合試験を行った添加量（配 
合Ａ、Ｂ、Ｃ）と、現場添加量（目標深さに対応 
した添加量）とが一致しない場合が多い。そのた 
め室内配合試験の中から、現場添加量に最も近い 
添加量の供試体（配合Ｃ）を選び、各土層（ある 
いは改良される土の各土質）毎に材齢 7 日の供試 
体を１検体ずつ環境庁告示４６号溶出試験に供する。  
 

（２）施工後に実施する環境庁告示４６号溶出試験 
（「試験方法２」に対して） 
現場密度の確認あるいは一軸圧縮強さなどの品 
質管理に用いた、もしくは同時に採取した試料（材齢 28 日を基本とする）から、400～500g 
程度の試料を確保する。なお、試料の個数は、以下のように工法に応じたものを選択する。 

 
〈試験個数１〉表層安定処理工法、路床工、上層－下層路盤工、改良土盛土工など  

１）改良土量が 5,000 ㎥以上の工事の場合 
改良土 1,000 ㎥に 1 回程度（１検体程度）とする。

配

合

Ｂ

 

配

合

Ａ

 

現

場

添

加

量

 

設

計

配

合

 

配

合

Ｃ

 

（添加量） 

（室内配合強さ） 

目標強さ 

強

度
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２）改良土量が 1,000 ㎥以上 5,000 ㎥未満の工事の場合 
１工事当たり３回程度（合計３検体程度）とする。 

３）改良土量が 1,000 ㎥に満たない工事の場合 
１工事当たり１回程度（合計１検体程度）とする。 

 
 
〈試験個数２＞深層混合処理工法、薬液注入工法、地中連続壁土留工など 

１）改良体が 500 本未満の工事の場合 
ボーリング本数（３本）×上中下３深度（計３検体）±合計⑨検体程度とする。 ２）

改良体が 500 本以上の工事の場合 
ボーリング本数（３本＋改良体が 500 本以上につき 250 本増える毎に１本）× 上
中下３深度（計３検体）±合計検体数を目安とする。 

 
（３）タンクリーチング試験（「試験方法３」に対して） 

改良土量が 5,000 ㎥程度以上または改良体本数が 500 本程度以上の規模の工事において 
は、施工後の現場密度の確認あるいは一軸圧縮強さなどの品質管理の際の各サンプリング 
地点において、できるだけ乱れの少ない十分な量の試料（500g 程度）を確保し、乾燥さ 
せないよう暗所で保管する。タンクリーチング試験は、保管した資料のうち「試験方法２」 
で溶出量が最大値を示した箇所の１試料で実施する。 

 
３－２ セメント及びセメント系固化材を使用した改良土等を再利用する場合 
（１）配合設計、土質改良プラントの品質管理、改良土の供給時における品質保証の段階で実 

施する環境庁告示４６号溶出試験（「試験方法４」に対して） 
１）建設発生土及び建設汚泥の再利用を目的として、セメント及びセメント系固化材によっ 
て改良する場合 

室内配合試験による配合設計を行う場合は３－１（１）に同じ。ただし、配合設計 
を行わない場合においては、製造時の品質管理もしくは供給時における品質保証のた 
めの土質試験の試料を用いて、1,000 ㎥程度に１検体の割合で環境庁告示４６号溶出 
試験を行う。 

２）過去もしくは事前にセメント及びセメント系固化材によって改良された改良土を掘削し 
再利用する場合。 

利用者に提示する品質保証のための土質試験の試料を用いて、1,000 ㎥程度に１検 
体の割合で環境庁告示４６号溶出試験を行う。 

（２）施工後に実施する環境庁告示４６号溶出試験（「試験方法５」に対して） 
３－１（２）に同じ。ただし、「試験方法２」を「試験方法５」と読み替える。 

（３）タンクリーチング試験（「試験方法６」に対して） 
３－１（３）に同じ。ただし、「試験方法３」を「試験方法６」と読み替える。
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表-1 溶出試験対象工法 

工 種 種 別 細 別 工 法 概 要 

地盤改良工 固結工 粉体噴射撹祥 

高圧噴射撹祥 

スラリー撹祥 

【深層混合処理工法］地表からかなりの深さまでの区間 

をセメント及びセメント系固化材と原地盤土とを強制的 

に撹祥混合し、強固な改良地盤を形成する工法 

薬液注入 地盤中に薬液（セメント系）を注入して透水性の減少や 

原地盤強度を増大させる工法 

表層安定処理工 安定処理 【表層混合処理工法］セメント及びセメント系固化材を 

混入し、地盤強度を改良させる工法 

路床安定処理工 路床安定処理 路床土にセメント及びセメント系固化材を混合して路床 

の支持力を改善する工法 

舗装工 舗装工各種 下層路盤 

上層路盤 

【セメント安定処理工法］現地発生材、地域産材料また 

はこれらに補足材を加えたものを骨材とし、これにセメ 

ント及びセメント系固化材を添加して処理する工法 

仮設工 地中連続壁工 

（柱列式） 

柱列式 地中に連続した壁面等を構築し、止水壁及び土留擁壁と 

する工法のうち、ソイルセメント柱列壁等のように原地 

盤土と強制的に混合して施工されるものを対象とし、場 

所打ちコンクリート壁は対象外とする 

【備   考】 

１．土砂や如来土にセメント及びセメント系固化材を混合した改良土を用いて施工する、盛土、埋戻、土 

地造成工法についても対象とする。 

２．本実施要領では、石灰パイル工法、薬液注入工法（水ガラス系－高分子系）、凍結工法、敷設材工法、 

表層排水工法、サンドマット工法、置換工法、石灰安定処理工法は対象外とする。 
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土壌の汚染に係る環境基準について（抜粋） 
（平成３年８月２３日環境庁告示４６号） 

（添付資料 1） 

改正 平成５環告１９、平成６環告５・環告２５、平成７環告１９、平成１０環告２１ 
 

公害対策基本法（昭和４２年法律第１３２号）第９条の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準 
について次のとおり告示する。 

環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条第１項による土壌の汚染に係る環境上の条件につ 
 き、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準（以下「環境 
 基準」という。）並びにその達成期間等は、次にとおりとする。 
第１環境基準 

１  環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の環境上の条件の欄に掲げるとおり 
    とする。 
２  １の環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土壌の汚染の状況を 
  的確に把握することができると認められる場所において、同表の測定方法の欄に掲げる方法に 
  より測定した場合における測定値によるものとする。 
３  １の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及 
び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の別表の項目の欄に掲げる項目に係る物質の利用又 

  は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない。 
第２  環境基準の達成期間等  

環境基準に適合しない土壌については、汚染の程度や広がり、影響の態様等に応じて可及的 
速やかにその達成維持に努めるものとする。 
 なお、環境基準を早期に達成することが見込まれない場合にあっては、土壌の汚染に起因す 

る環境影響を防止するために必要な措置を講ずるものとする。 
別 表 

項 目 環 境 上 の 条 件 環 境 測 定 

六価クロム 検液 1ℓにつき 0.05mg 以下であること。 規格 65.2 に定める方法 

備考 
１   環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用い 

て測定を行うものとする。 

 

付 表 
 

 

検液は、次の方法により作成するものとする。 
１ カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、枇素、総水銀、アルキル水銀、PCB 及びセレンについては、次の 方
法による。 

（１）採取した土壌の取扱い 
採取した土壌はガラス製容器又は測定の対象とする物質が吸着しない容器に収める。試験は土壌採取後  

直ちに行う。試験を直ちに行えない場合には、暗所に保存し、できるだけ速やかに試験を行う。 
（２）試料の作成 

採取した土壌を風乾し、中小際、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕した後、非金属製の 2mm の目のふ 
るいを通過させて得た土壌を十分混合する。 

（３）試料液の調製 
試料（単位 g）溶媒（純水に塩酸を加え、水素イオン濃度指数が 5.8 以上 6.3 以下となるようにしたも  

の）（単位 mℓ）とを重量体積比 10%の割合で混合し、かつ、その混合液が 500mℓ以上となるようにする。 
（4）溶出 

調製した試料液を常温（おおむね 20℃）常圧（おおむね 1 気圧）で振とう機（あらかじめ振とう回数を 
毎分約 200 回に、振とう幅を 4cm 以上 5cm 以下に調整したもの）を用いて、6 時間連続して振とうする。 

（5）検液の作成 
（１）から（４）の操作を行って得られた試料液を 10  分から  30  分程度静置後、毎分約 3,000 回転で 

20 分間遠心分離した後の上澄み液を孔径 0.45µm のメンプランフィルターでろ過してろ液を取り、定量 
に必要な量を正確に計り取って、これを検液とする。 
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分析方法と留意点 
 

本指針で示した汚染土壌に係る分析方法の画境とその留意点は、次のとおりである。 
 
（１）  土壌中金属等の溶出量分析方法（土壌環境基準、平成３年８月２３日付け環境庁告示第４６

号に掲げる方法） 
 
① 検液の作成（溶出方法） 

 
土壌の取扱い 

 
１）採取した土壌はガラス製容器等に収める。試験を直ちに行えない場合には、暗所に 

保存する。 
 

試料の作成 
 

２）採取した土壌を風乾し、中小際、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕した後、非金属 
製の 2mm の目のふるいを通過させて得た土壌を十分混合する。 

 
試料液の調製 

  
３）試料(ｇ)と溶媒(純水に塩酸を加えて pH＝5.8～6.3 としたもの(mℓ))とを 1:10(W:V) 

の割合で混合する。 
４）混合液が 500mℓ以上となるようにする。 
 

溶 出 
 

５）常温(おおむね 20℃)常圧(おおむねい気圧)で振とう機(振とう回数毎分 200 回、振と 
う幅 4～5cm)を用いて 6 時間連続振とうする。 

 
静 置   

 
６）溶出した試料液を 10 分～30 分程度静置する。 

 
ろ 過 

 
７）試料液を毎分 3,000 回転で 20 分遠心分離した後の上澄み液をメンプランフィルタ 

ー(孔径 0.45µm)を用いてろ過してろ液を取り、検液とする。 
 

検 液 
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② 定量方法 

（ア）ジフェニルカルパジド吸光光度法（JIS K 0102 の 2.1） 
 

鉄等の除去 

 

１）検液 40mℓまでを分液ロート（100mℓ）にとり、採取した検液 20mℓ 

につき硫酸（1+1）5mℓを加え、これに過マンガン酸カリウム溶液を 滴

加し、わずかに着色させる。 

２）クベロン（5%）5mℓ、クロロホルム 10mℓを加えて 30 秒間振り混ぜ 

静置後、水層をビーカーに移す。 
 

検液採取 

 

３）水層の適量（Cr（VI）として 0.002～0.05mg を含む）を A、B２個 

のビーカーにとり、水酸化ナトリウム溶液（4%）で中和する。 
 

 

 

 

 

ビーカーA ビーカーB 

 

４）メスフラス A（50mℓ） 

に移し、硫酸（1+9）3mℓ 

を加える。 

4）メスフラスコ A（50mℓ）に移 
硫酸（1+9）3mℓ及びエタノー 
ル（95%）を少量加え、煮沸し 
Cr（VI）を Cr（Ⅲ）に還元す 
る。放冷後、メスフラスコ B
（50mℓ）に移す。 

 

反 応 
 

5）メスフラスコ A 及び B を約 15℃に保ち、それぞれにジフェニルカルパ 
ジド溶液（1%）1mℓずつを加え、直ちに振り混ぜ、水を加えて 50mℓ 
の定量とし、5 分間放置する。 

 
 

吸光度測定 
 

６）メスフラスコ A の溶液の一部を吸収セルに移し、メスフラスコ B の溶液  
を対照液として波長 540nm 付近の吸光度を測定する。 
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（イ）フレーム原子吸光法（JIS K 0102 の 65.2.2）  

  六価クロム 

 

 

クロム（Ⅲ）が含まれる場合

①試料の適量を採り、0.1～1mol／ℓ 
の硝酸溶液とする。 
 (注)懸濁物を含む場合はろ過する 

②500mℓ以下の試料を採り、硫酸ア 
ンモニウム鉄（Ⅲ）溶液 1mℓ、アン 
モニア溶液を加え、微アルカリ性で 
煮沸する。ろ過と洗液を合わせ、硝 
酸を用いて 0.1～0.5mol／ℓの硝酸溶 
液とする。 

試料の一定量をフレーム 
中に噴霧する。 

測定物質の波長（六価クロム（357.9nm））の指示値を測定する。 

試料と同量の水を用いて空試験を行い、資料の指示値を補正する。 

検量線から分析対象物質の量を求める 
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（ウ）電気加熱原子吸光法（フレームレス原子吸光法、JIS K 0102 の 65.2.3）  

六価クロム 

 

 

クロム（Ⅲ）が含まれる場合

①試料の適量を採り、0.1～1mol／ℓ 
の硝酸溶液とする。 
 (注)懸濁物を含む場合はろ過する 

②500mℓ以下の試料を採り、硫酸ア 
ンモニウム鉄（Ⅲ）溶液 1mℓ、アン 
モニア溶液を加え、微アルカリ性で 
煮沸する。ろ過し、温硝酸アンモニ 
ウム溶液で洗浄する。ろ液と洗液を 
合わせ、硝酸を用いて  0.1～0.5mol 
/ℓの硝酸溶液とする。 

試料の一定量をマイクロピベットで発熱体に注入する。 

乾燥・灰化・原子化 

測定物質の波長（六価クロム（357.9nm））の指示値を測定する。 

試料と同量の水を用いて空試験を行い、資料の指示値を補正する。 

検量線から分析対象物質の量を求める 
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（エ）ICP 発光分析法（JIS  K  0102  の  65.2.4）  

六価クロム 

 

 
 
 クロム（Ⅲ）が含まれる場合 
 

検量線から分析対象物質の量を求める 

試料と同量の水を用いて空試験を行い、資料の指示値を補正する。 

分析対象物質の波長（六価クロム（206.149nm））の 
発光強度を測定する。 

試料をプラズマトーチ中に噴霧する。 

②500mℓ以下の試料を採り、硫酸アン

モニウム鉄（Ⅲ）溶液 1mℓ、アン モ
ニア溶液を加え、微アルカリ性で 
煮沸する。ろ過し、温硝酸アンモニ 
ウム溶液で洗浄する。ろ液と洗液を 
合わせ、硝酸を用いて  0.1～0.5mol 
／ℓの硝酸溶液とする。 

①試料の適量を採り、0.1～1mol／ℓ 
の硝酸溶液とする。 
 (注)懸濁物を含む場合はろ過する 
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（オ）ICP 質量分析法（JIS  K  0102  の  65.2.5）  

六価クロム 

 

 
 
 クロム（Ⅲ）が含まれる場合 
 

①試料の適量を採り、0.1～1mol／ℓ 
の硝酸溶液とする。 
 (注)懸濁物を含む場合はろ過する 

検量線から分析対象物質の量を求める 

試料と同量の水を用いて空試験を行い、資料の指示 
値を補正する。 

試料を ICP質量分析法に導入し、六価クロム 
（52or53）の測定質量数のイオンカウント値を 
測定する。 

②500mℓ以下の試料を採り、硫酸ア 
ンモニウム鉄（Ⅲ）溶液 1mℓ、アン 
モニア溶液を加え、微アルカリ性で 
煮沸する。ろ過し、温硝酸アンモニ 
ウム溶液で洗浄する。ろ液と洗液を 
合わせ、硝酸を用いて  0.1～0.5mol 
／ℓの硝酸溶液とする。 
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（添付資料２） 
 

タンクリーチング試験について 
 

タンクリーチング試験は、下図のように、施工後の品質管理等の際に確保した試料を、塊状の 
まま溶媒水中に水浸し、水中に溶出する六価クロムの濃度を測定するものである。試験方法及び 
手順は以下のとおりである。 

 
1.施工後のサンプリング等で確保していた試料から 400g 程度の供試体を用意する。供試体は 
環境庁告示４６号の溶出試験のように、土塊や団粒を 2mm 以下に粗砕せず、できるだけ塊状 
のものを用いる。その際、 
１）一塊の固形物として確保できる場合は、固形物のまま 
２）数個の塊に分割した状態の場合は、分割した塊の状態のまま 
３）形状の保持が困難粒状の状態で確保されるものについては、粒状のまま を供試体とする。

形状寸法は定めない。 
 
２．溶媒水として純水を使用する。純水の初期の pH は 5.8～6.3 とする。 

 
３．非金属製の容器を準備し、採取試料 400g 程度を容器内に置く。その後、所定量の溶媒水（固 
液比 1:10、試料の乾燥重量の 10 倍堆積の溶媒水＝4L 程度）を充填し、供試体のすべてが水 
中に没するよう水浸させる。水浸の際にはできるだけ供試体の形状が変化しないよう注意し、

水浸直後の供試体の状況をスケッチにより記録する。 
 
４．容器を密封後、20℃の恒温室内に静置する。この間、溶媒水の pH 調整は行わない。 

 
５．水浸 28日後に溶媒水を採水し、六価クロムの濃度測定を行う。濃度測定は（添付資料１） 
に示した JIS K 0102 の 65.2 に定める方法とする。採水の際には溶媒水を軽く撹祥した後、濃 
度測定に必要な分量を採取し、孔径 0.45µm のメンブランフィルターにてろ過する。 

 
６．試験終了後には、水中での供試体の状態をスケッチし記録する。 

 
 

 

粒状体 

固形体 

数個の塊状態 
 

所定の期間養生した改良体を  
固液比 1:10 の純水中に浸漬 

所定期間浸透漬後、採水し 
46 号溶出試験を実施 
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１０ ダブルナット（アンカーボルト）の施工について 

 

（１）ダブルナットは、振動に対する緩み止めとして、二つのナットを使用してロックする一般な

方法である。 

（２）ナットには、１種（片面取り形）、２種（両面取り形）及び３種（両面取りの薄形）があり、

ダブルナットでは２種又は３種ナットを組み合わせて使用する。 

（３）ナットの組み合わせは下図のとおりであり、２種ナットどうしの組み合わせを採用する例が

多い。 

 

２種と３種ナットの組み合わせ ２種ナット同士の組み合わせ 

 

 

注）２種と３種のナットを上下逆に使用し

てはならない。 

 

 

注）２種ナット同士では、ボルトの突出

（ボルト全長）を長くする必要がある。 

 

 

（４）ダブルナットでは、軸力を受けるのは上ナットになることから、上ナットのトルク管理をし

っかり行い締め付けるものとする。なお、３種ナット（厚さが薄いナット）を上ナットに使用

してはならない。 

（５）ナットの締め付けは、次の手順で行わなければならない。特に手順３の作業を行わなければ

ダブルナットの機能が発揮されないので、適切に施工管理を行うものとする。 

 

手順１ 手順２ 手順３ 

   

下ナットを締め付ける 上ナットを締め付ける 

トルク管理を行う 

上ナットを固定して、下

ナットを逆回転で突っ張

るように締め付ける 

 

（６）上ナットのボルト先端は、ナットの外に３山以上出るようにしなければならない。 
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＋ｙ 
受口部 

標線 

＋ｙ 

挿口部 
－ｙ

基準線 

＋ｙ
受口部 

標線

＋ｙ

挿口部
－ｙ

１１ 管水路（強化プラスチック複合管）ジョイント間隔管理基準値 

 

強化プラスチック複合管について、現在生産中止になっている配管材に係るジョイント間隔管

理基準値を以下に示すので、機能診断業務等の参考にされたい。 
 

規 格 
ＪＩＳ Ａ  5350 

Ｂ 形  及  び  Ｔ  形 

 

呼び径 

(㎜) 

 

標準値 （参 考） 
管 理 基 準 値 

規  格  値 

良 質  地 盤 軟 弱 地 盤 

200

250

300

350

400

0 

0 

0 

0 

0 

＋10 

＋10 

＋10 

＋10 

＋10 

－ 5(0) 

－ 5(0) 

－ 5(0) 

－ 5(0) 

－ 5(0) 

＋ 33

＋ 33

＋ 38

＋ 38

＋ 43

－ 33(0) 

－ 33(0) 

－ 38(0) 

－ 38(0) 

－ 43(0) 

＋22 

＋22 

＋25 

＋25 

＋28 

－22(0) 

－22(0) 

－25(0) 

－25(0) 

－28(0) 

450

500

600

700

800

0 

0 

0 

0 

0 

＋10 

＋15 

＋15 

＋15 

＋15 

－ 5(0) 

－10(0) 

－10(0) 

－10(0) 

－10(0) 

＋ 43

＋ 53

＋ 53

＋ 53

＋ 53

－ 43(0) 

－ 52(0) 

－ 52(0) 

－ 52(0) 

－ 52(0) 

＋28 

＋35 

＋35 

＋35 

＋35 

－28(0) 

－34(0) 

－34(0) 

－34(0) 

－34(0) 

900

1,000

1,100

1,200

1,350

0 

0 

0 

0 

0 

＋15 

＋20 

＋20 

＋20 

＋20 

－10(0) 

－15(0) 

－15(0) 

－15(0) 

－15(0) 

＋ 53

＋ 53

＋ 53

＋ 53

＋ 53

－ 52(0) 

－ 51(0) 

－ 51(0) 

－ 51(0) 

－ 51(0) 

＋35 

＋35 

＋35 

＋35 

＋35 

－34(0) 

－33(0) 

－33(0) 

－33(0) 

－33(0) 

1,500

1,650

1,800

2,000

2,200

0 

0 

0 

0 

0 

＋20 

＋25 

＋25 

＋25 

＋25 

－15(0) 

－20(0) 

－20(0) 

－20(0) 

－20(0) 

＋ 53

＋ 80

＋ 80

＋ 95

＋ 95

－ 51(0) 

－ 77(0) 

－ 77(0) 

－ 92(0) 

－ 92(0) 

＋35 

＋53 

＋53 

＋63 

＋63 

－33(0) 

－50(0) 

－50(0) 

－60(0) 

－60(0) 

2,400

2,600

2,800

3,000

0 

0 

0 

0 

＋25 

＋25 

＋25 

＋25 

－20(0) 

－20(0) 

－20(0) 

－20(0) 

＋113

＋113

＋128

＋128

－110(0) 

－110(0) 

－125(0) 

－125(0) 

＋75 

＋75 

＋85 

＋85 

－72(0) 

－72(0) 

－82(0) 

－82(0) 

 

Ｂ形 Ｔ形 

基準線 

 
基準線 
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＋ｙ 受口部 ＋ｙ

標線 標線 

挿口部 ＋ｙ
ストップゴム

＋ｙ 

基準線

 

規 格 
ＪＩＳ Ａ 5350 

Ｄ      形(S60) 
 

呼び径 

(㎜) 

 

標準値 （参 考） 
管 理 基 準 値 

規  格  値 

良 質 地 盤 軟 弱 地 盤 

200 

250 

300 

350 

400 

0 

0 

0 

0 

0 

＋ 5 

＋ 5 

＋ 5 

＋ 5 

＋ 5 

0 

0 

0 

0 

0 

＋25 

＋25 

＋25 

＋25 

＋35 

－3 

－3 

－3 

－3 

－3 

＋15 

＋15 

＋15 

＋15 

＋25 

－3 

－3 

－3 

－3 

－3 

450 

500 

600 

700 

800 

0 

0 

0 

0 

0 

＋ 5 

＋15 

＋15 

＋15 

＋20 

0 

0 

0 

0 

0 

＋35 

＋35 

＋35 

＋35 

＋40 

－3 

－3 

－3 

－3 

－5 

＋25 

＋25 

＋25 

＋25 

＋30 

－3 

－3 

－3 

－3 

－5 

900 

1,000 

1,100 

1,200 

1,350 

0 

0 

0 

0 

0 

＋20 

＋20 

＋20 

＋20 

＋20 

0 

0 

0 

0 

0 

＋40 

＋40 

＋40 

＋40 

＋40 

－5 

－5 

－5 

－5 

－5 

＋30 

＋30 

＋30 

＋30 

＋30 

－5 

－5 

－5 

－5 

－5 

1,500 

1,650 

1,800 

2,000 

2,200 

0 

0 

0 

0 

0 

＋25 

＋25 

＋25 

＋25 

＋30 

0 

0 

0 

0 

0 

＋45 

＋45 

＋45 

＋45 

＋50 

－5 

－5 

－5 

－5 

－5 

＋35 

＋35 

＋35 

＋35 

＋40 

－5 

－5 

－5 

－5 

－5 

2,400 0 ＋30 0 ＋50 －5 ＋40 －5 

 

Ｄ形 

基準線 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 管がストップゴムをつぶしている場合は(－)とする。なお、その場合受口側の値を０とする。 

 

注）１．管理基準値は接合時の値であり、４箇所の平均値とする。 

  ２．（参考）規格値は埋戻後の値であり、原則として４箇所のうち１箇所でもこの値を超え

てはならない。 

  ３．測定は、原則として管の内から測定するものとする。ただし、呼び径 700mm 以下の場合

は、管の外から測定してもよい。また、埋戻後の測定は、原則として呼び径 800mm 以上

に適用する。 

なお、「埋戻後」とは、特に指示がない限り、舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除

いた埋戻完了時点とする。 

  ４．管の外面から測定する場合の測定位置は、施工管理記録様式に示す a’b’c’d’とする。 

  ５．継手部の標準断面は次ページのとおりであり、標準値は図の寸法 y である。なお、基準
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線に対し抜け出し側を（＋）、入り込み側を（－）とする。また、管理基準値等のうち

（）内数値は、点線で示した形状の管に適用する。 

  ６．Ｄ形の場合は、受口側と挿口側を各々測定する。 
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